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第３章　安全・安心な生活環境の保全

１　大気汚染の現況

　本県の大気環境は、過去に八戸地域において、大気汚

染が原因となった健康被害が発生しましたが、総合的な

公害防止対策を実施してきたことにより改善され、現在

の大気環境は概ね環境基準を達成し良好な状態にありま

す（大気汚染に係る環境基準：資料編表37）。

　県内の大気汚染状況については、常時監視測定局を県

内に設置して常時監視しています。また、低濃度であっ

ても継続的な摂取により人の健康を損なうおそれがある

有害大気汚染物質についても、モニタリング調査を行っ

ています。これら大気環境に関する令和６年度調査結果

は、環境基準が定められている物質のうち、光化学オキ

シダント（６地点）を除き環境基準を達成しています。

光化学オキシダントについては、全国的に環境基準値を

超過しており、成層圏オゾンの沈降による影響のほか、

アジア大陸からの越境汚染の影響も原因として考えられ

ています。

　大気環境保全のため、大気汚染防止法及び青森県公害

防止条例に基づき、工場及び事業場から排出されるばい

煙、粉じん等を規制しており、県では発生源に対して立

入検査・指導を行っています。なお、令和３年９月に大

気汚染防止法施行令が改正され、大気汚染防止法による

ボイラーの規模要件のうち伝熱面積が撤廃されたことか

ら、伝熱面積を規模要件としている青森県公害防止条例

におけるボイラーの規制を行わないこととし、令和５年

３月に青森県公害防止条例の一部を改正しました。

　また、ばい煙排出量の多い工場等と公害防止協定を締

結し、法令の排出基準より厳しい協定値を設定し、地域

の実情に応じた効果的な公害防止対策を講じています。

　さらに、近年、社会問題化したアスベスト問題につい

ては、青森県アスベスト問題対策本部を中心として、使

用実態の調査や情報提供などを行い、県民の不安解消と

健康被害の防止対策に取り組むとともに、大気汚染防止

法の規制に基づく特定粉じん（アスベスト）排出等作業

に対する立入検査及び周辺濃度調査、一般環境の濃度調

査を行っています。

２　環境監視体制

　本県では、令和６年度は、一般環境大気測定局16局

（県測定８局、青森市測定４局、八戸市測定４局）及び

自動車排出ガス測定局３局（県測定１局、青森市測定１

局、八戸市測定１局）の計19局で常時監視測定を行い、

そのデータをテレメータシステムにより収集しています

（資料編表38）。

３　汚染物質別大気汚染の現況

�　硫黄酸化物

　�　硫黄酸化物の測定は、二酸化硫黄を対象として、自

動測定機により県内６地点で実施しています（資料編

表39）。

　�　硫黄酸化物濃度は、昭和46年度をピークに年々減少

し、昭和56年度以降は二酸化硫黄に係る環境基準を達

成しています。

　�　測定結果の年度別環境基準達成状況は表２－３－１

のとおりであり、令和６年度は全地点で環境基準を達

成しています。

　�　また、各測定局における年平均値の推移、各市村の

経年変化は、それぞれ表２－３－２、図２－３－１に

示すとおり、ほぼ横ばいとなっています。

　�　［資料：表２－３－１～表２－３－12及び図２－３

－１～図２－３－６　県環境政策課］
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第３章　安全・安心な生活環境の保全

�　窒素酸化物

　�　窒素酸化物の測定は、一酸化窒素及び二酸化窒素を

対象として、自動測定機により県内17地点で実施して

います(資料編表40)。

　�　測定結果の年度別の環境基準達成状況は表２－３－

３のとおりであり、令和５年度は全地点で環境基準を

達成しています。

　�　また、各測定局における二酸化窒素の年平均値の推

移、各市村における経年変化は、それぞれ表２－３－

４、図２－３－２に示すとおり、ほぼ横ばいとなって

います。

表２－３－１　二酸化硫黄に係る環境基準の達成状況

表２－３－２　二酸化硫黄年平均値の推移

図２－３－１　二酸化硫黄の経年変化(年平均値の算術平均)

区　

分
市村名 測　定　局　名

R６年度１日
平均値の
２％除外値

(ppm)

短期的評価による
適(○)、否(×)

長期的評価による
適(○)、否(×)

年　　度 年　　度

R2 R3 R4 R5 R6 R2 R3 R4 R5 R6

一
般
環
境
大
気
測
定
局

青森市 堤 小 学 校 0.002 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

八戸市

八 戸 小 学 校 0.002 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

八戸特別地域
気 象 観 測 所

0.002 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

根 岸 小 学 校 0.006 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

桔梗野小学校 0.002 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

六ヶ所村 六ヶ所村尾駮 0.000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（注）	１　�短期的評価による適（○）は、すべての有効測定日（欠測が４時間以内であること。）において１日平均値が0.04ppm

以下であり、かつ、すべての測定時間において１時間値が0.1ppm以下である場合

	 ２　�長期的評価による適（○）は、１日平均値の上位２％除外値が0.04ppm以下であり、かつ、年間を通じて１日平均値が

0.04ppmを超える日が２日以上連続しない場合

	 ３　青森市の測定局については、青森市が測定を実施

	 ４　八戸市の測定局については、八戸市が測定を実施

区　

分
市村名 測　定　局　名

二酸化硫黄年平均値
(ppm)

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

一
般
環
境
大
気
測
定
局

青 森 市 堤 小 学 校 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001

八 戸 市

八 戸 小 学 校 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

八戸特別地域気
象 観 測 所

0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

根 岸 小 学 校 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

桔 梗 野 小 学 校 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

六 ヶ 所 村 六 ヶ 所 村 尾 駮 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000

0.002

0.004

0.006

R2 R3 R4 R5 R6

（ppm）

（年度）

青森市

八戸市

六ケ所村
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第３章　安全・安心な生活環境の保全

表２－３－３　二酸化窒素に係る環境基準の達成状況

表２－３－４　二酸化窒素年平均の推移

（注）１ 環境基準の適(○)は、１日平均値の年間98%値が0.06ppm以下である場合

	 ２ 青森市の測定局については、青森市が測定を実施

	 ３ 八戸市の測定局については、八戸市が測定を実施

	 ４ 八戸小学校及局び六ヶ所村尾駮局については、年間における測定時間が6,000時間未満であるため、環境基 

準による大気汚染の評価の対象とならない。そのため、令和６年度の１日平均値の98%値は、参考値である。

（注）　八戸小学校局及び六ヶ所村尾駮局については、令和６年度の年平均値は、参考値である。

区
分

市村名 測　定　局　名
R６年度１日
平均値の

98％値(ppm)

環境基準の適(○)、否(×)

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

一
般
環
境
大
気
測
定
局

青 森 市

堤 小 学 校 0.022 ○ ○ ○ ○ ○

甲 田 小 学 校 0.022 ○ ○ ○ ○ ○

旧 大 栄 小 学 校 0.009 ○ ○ ○ ○ ○

弘 前 市 第 一 中 学 校 0.018 ○ ○ ○ ○ ○

八 戸 市

八 戸 小 学 校 (0.010) ○ ○ ○ ○ －

八戸特別地域気象観測所 0.014 ○ ○ ○ ○ ○

根 岸 小 学 校 0.012 ○ ○ ○ ○ ○

桔 梗 野 小 学 校 0.006 ○ ○ ○ ○ ○

黒 石 市 ス ポ カ ル イ ン 黒 石 0.012 ○ ○ ○ ○ ○

五 所 川 原 市 五所川原第三中学校 0.009 ○ ○ ○ ○ ○

十 和 田 市 三 本 木 中 学 校 0.008 ○ ○ ○ ○ ○

三 沢 市 岡 三 沢 町 内 会 館 0.007 ○ ○ ○ ○ ○

む つ 市 苫 生 小 学 校 0.010 ○ ○ ○ ○ ○

六 ケ 所 村 六 ヶ 所 村 尾 駮 (0.006) ○ ○ ○ ○ －

自
動
車
排
出

ガ
ス
測
定
局

青 森 市 橋 本 小 学 校 0.024 ○ ○ ○ ○ ○

弘 前 市 文 京 小 学 校 0.016 ○ ○ ○ ○ ○

八 戸 市 六 日 町 0.021 ○ ○ ○ ○ ○

区
分

市村名 測　定　局　名
二酸化窒素年平均値　(ppm)

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

一
般
環
境
大
気
測
定
局

青 森 市

堤 小 学 校 0.006 0.006 0.006 0.005 0.006

甲 田 小 学 校 0.006 0.006 0.006 0.005 0.006

旧 大 栄 小 学 校 0.003 0.006 0.004 0.003 0.003

弘 前 市 第 一 中 学 校 0.006 0.005 0.006 0.005 0.005

八 戸 市

八 戸 小 学 校 0.006 0.006 0.006 0.005 (0.006)

八 戸 特 別 地 域 気 象
観 測 所

0.007 0.006 0.007 0.007 0.007

根 岸 小 学 校 0.007 0.007 0.007 0.006 0.006

桔 梗 野 小 学 校 0.005 0.005 0.004 0.004 0.002

黒 石 市 ス ポ カ ル イ ン 黒 石 0.004 0.004 0.004 0.003 0.004

五 所 川 原 市 五所川原第三中学校 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003

十 和 田 市 三 本 木 中 学 校 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003

三 沢 市 岡 三 沢 町 内 会 館 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003

む つ 市 苫 生 小 学 校 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003

六 ケ 所 村 六 ヶ 所 村 尾 駮 0.002 0.002 0.003 0.002 (0.002)

自
動
車
排
出

ガ
ス
測
定
局

青 森 市 橋 本 小 学 校 0.006 0.008 0.008 0.007 0.008

弘 前 市 文 京 小 学 校 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005

八 戸 市 六 日 町 0.011 0.010 0.011 0.010 0.010

図２－３－２　二酸化窒素の経年変化（年平均値の算術平均）

0.000
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0.004

0.006

0.008

0.010

R2 R3 R4 R5 R6

（ppm）

（年度）

青森市
弘前市
八戸市
黒石市
五所川原市
十和田市
三沢市
むつ市
六ケ所村
自排局
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�　光化学オキシダント

　�　光化学オキシダントの測定は、自動測定機により県

内６地点で実施しています(資料編表41)。

　�　測定結果の年度別の環境基準達成状況は表２－３－

５のとおりであり、令和６年度は昨年度までと同様に、

昼間の１時間値の最大値が全地点で0.06ppmを超えて

おり、環境基準を達成していませんが、緊急時の注意

報発令基準である0.12ppmまでには至っていません。

　�　一方、年平均値に係る経年変化については、表２－

３－６及び図２－３－３に示すとおり、ほぼ横ばいと

なっています。

　�　本県の光化学オキシダントは、春季に県内全域で高

い濃度が観測されていることから、主に成層圏オゾン

の沈降によるものと考えられていますが、最近の研究

報告では、アジア大陸からの越境汚染の影響も考えら

れています。

表２－３－５　光化学オキシダントに係る環境基準の達成状況

表２－３－６　光化学オキシダントの経年変化(昼間１時間値の年平均値)

図２－３－３　光化学オキシダントの経年変化(昼間の年平均値の算術平均)

区
分 市町村名 測　定　局　名

R６年度昼間の１時間
値の最高値（ppm）

環境基準の適(○)、否(×)

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

一
般
環
境
大
気
測
定
局

青 森 市 堤 小 学 校 0.083 × × × × ×

弘 前 市 第 一 中 学 校 0.081 × × × × ×

八 戸 市 八 戸 小 学 校 0.087 × × × × ×

む つ 市 苫 生 小 学 校 0.079 × × × × ×

六 ヶ 所 村 六 ヶ 所 村 尾 駮 0.073 × × × × ×

鰺 ヶ 沢 町 鰺 ヶ 沢 町 舞 戸 0.080 × × × × ×

区分 市町村名 測　定　局　名
光化学オキシダントの昼間の１時間値の年平均値（ppm）

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

一
般
環
境
大
気
測
定
局

青 森 市 堤 小 学 校 0.031 0.038 0.031 0.034 0.033

弘 前 市 第 一 中 学 校 0.032 0.042 0.034 0.043 0.035

八 戸 市 八 戸 小 学 校 0.028 0.039 0.029 0.038 0.032

む つ 市 苫 生 小 学 校 0.033 0.040 0.037 0.043 0.036

六 ヶ 所 村 六 ヶ 所 村 尾 駮 0.035 0.042 0.036 0.043 0.037

鰺 ヶ 沢 町 鰺 ヶ 沢 町 舞 戸 0.032 0.042 0.035 0.043 0.035

0.000

0.020

0.040

0.060

R2 R3 R4 R5 R6

（ppm）

（年度）

青森市

弘前市

八戸市

むつ市

六ヶ所村

鯵ケ沢町

（注）環境基準の適（○）は、１時間値が0.06ppm以下である場合
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表２－３－７　一酸化炭素に係る環境基準の達成状況

表２－３－８　一酸化炭素の経年変化(年平均値)

図２－３－４　一酸化炭素の経年変化（年平均値の算術平均）

�　一酸化炭素

　�　一酸化炭素の測定は、自動測定機により県内３地点

で実施しています(資料編表42)。測定結果の年度別の

環境基準達成状況は表２－３－７のとおりであり、令

和６年度は、全地点で環境基準を達成しています。

　また、各測定局における一酸化炭素の年平均値の推

移、各市の算術平均の経年変化は、それぞれ表２－３－

８、図２－３－４に示すとおり、ほぼ横ばいとなってい

ます。

�　浮遊粒子状物質

　�　浮遊粒子状物質の測定は、自動測定機により県内18

地点で実施しています（資料編表43）。

　�　測定結果の年度別の環境基準達成状況は表２－３－

９のとおりであり、令和６年度は、年間にわたる測定

結果を長期的に観察した上で評価を行う長期的評価で

は、全地点で環境基準を達成しました。また、短期間

の特殊事情が反映されることがある短期的評価では、

全地点で環境基準を達成しました。

　�　各市村及び自動車排出ガス測定局の年平均値の経年

変化は表２－３－10、図２－３－５のとおりであり、

ほぼ横ばいとなっています。

　�　浮遊粒子状物質の発生源としては、工場、事業場、

自動車、稲わらの焼却等の人為的なもののほか、大陸

からの黄砂や風による土砂の舞い上がり等の自然的な

ものがあり、発生源の究明に努める必要があります。

区　

分
市名 測　定　局　名

R６年度１日平均値の

２％除外値(ppm)

短期的評価による
適（○）、否（×）

長期的評価による
適（○）、否（×）

年　　度 年　　度

R2 R3 R4 R5 R6 R2 R3 R4 R5 R6

自
動
車
排
出

ガ
ス
測
定
局

青 森 市 橋 本 小 学 校 0.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

弘 前 市 文 京 小 学 校 0.3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

八 戸 市 六 日 町 0.4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

区 分 市名 測　定　局　名
一酸化炭素年平均値(ppm)

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

自
動
車
排
出

ガ
ス
測
定
局

青 森 市 橋 本 小 学 校 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2

弘 前 市 文 京 小 学 校 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1

八 戸 市 六 日 町 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

（注）１	�短期的評価による適（○）は、すべての有効測定日（欠測が４時間以内であること。）において１日平均値が
10ppm以下であり、かつ、１時間値の８時間平均値が20ppm以下である場合

	 ２	�長期的評価による適（○）は、１日平均値の上位２％除外値が10ppm以下であり、かつ、年間を通じて１日平均
値が10ppmを超える日が２日以上連続しない場合

	 ３	青森市の測定局については、青森市が測定を実施
	 ４	八戸市の測定局については、八戸市が測定を実施
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表２－３－９　浮遊粒子状物質に係る環境基準の達成状況

表２－３－10　浮遊粒子状物質の経年変化（年平均値）

図２－３－５　浮遊粒子状物質の経年変化（年平均値の算術平均）

区　

分
市村名 測　定　局　名

R６年度１日平均
値の２％除外値

(mg/m3)

短期的評価による
適（○）、否（×）

長期的評価による
適（○）、否（×）

年　　度 年　　度

R2 R3 R4 R5 R6 R2 R3 R4 R5 R6

一
般
環
境
大
気
測
定
局

青 森 市

堤 小 学 校 0.024 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

甲 田 小 学 校 0.023 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

新 城 中 央 小 学 校 0.024 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

旧 大 栄 小 学 校 0.024 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

弘 前 市 第 一 中 学 校 0.023 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

八 戸 市

八 戸 小 学 校 0.022 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

八 戸 気 象 観 測 所 0.029 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

根 岸 小 学 校 0.028 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

桔 梗 野 小 学 校 0.028 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

黒 石 市 スポカルイン黒石 0.024 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

五所川原市 五所川原第三中学校 0.035 ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

十 和 田 市 三 本 木 中 学 校 0.035 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

三 沢 市 岡 三 沢 町 内 会 館 0.025 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

む つ 市 苫 生 小 学 校 0.023 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

六 ヶ 所 村 六 ヶ 所 村 尾 駮 0.026 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

自
動
車
排
出

ガ
ス
測
定
局

青 森 市 橋 本 小 学 校 0.025 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

弘 前 市 文 京 小 学 校 0.029 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

八 戸 市 六 日 町 0.027 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（注）１	�短期的評価による適（○）は、すべての有効測定日（欠測が４時間以内であること。）において１日平均値が0.10㎎/m3以下であり、
かつ、すべての測定時間において１時間値が0.20㎎/m3以下である場合

	 ２	�長期的評価による適（○）は、１日平均値の上位２％除外値が0.10㎎/m3以下であり、かつ、年間を通じて１日平均値が0.10㎎/m3を超
える日が２日以上連続しない場合

	 ３	青森市の測定局については、青森市が測定を実施
	 ４	八戸市の測定局については、八戸市が測定を実施

区分 市村名 測　定　局　名
浮遊粒子状物質年平均値(mg/m3)

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

一
般
環
境
大
気
測
定
局

青 森 市

堤 小 学 校 0.009 0.008 0.008 0.008 0.008

甲 田 小 学 校 0.014 0.009 0.009 0.009 0.009

新 城 中 央 小 学 校 0.013 0.008 0.009 0.009 0.009

旧 大 栄 小 学 校 0.016 0.008 0.010 0.009 0.008

弘 前 市 第 一 中 学 校 0.008 0.007 0.007 0.007 0.008

八 戸 市

八 戸 小 学 校 0.008 0.006 0.006 0.007 0.007

八戸特別地域気象観測所 0.009 0.009 0.010 0.011 0.011

根 岸 小 学 校 0.011 0.011 0.012 0.011 0.011

桔 梗 野 小 学 校 0.011 0.008 0.009 0.010 0.009

黒 石 市 ス ポ カ ル イ ン 黒 石 0.005 0.004 0.005 0.006 0.009

五 所 川 原 市 五 所 川 原 第 三 中 学 校 0.012 0.013 0.016 0.017 0.016

十 和 田 市 三 本 木 中 学 校 0.015 0.014 0.016 0.015 0.016

三 沢 市 岡 三 沢 町 内 会 館 0.012 0.009 0.010 0.009 0.009

む つ 市 苫 生 小 学 校 0.009 0.007 0.008 0.008 0.008

六 ヶ 所 村 六 ヶ 所 村 尾 駮 0.013 0.012 0.013 0.013 0.011

自
動
車
排
出

ガ
ス
測
定
局

青 森 市 橋 本 小 学 校 0.010 0.009 0.009 0.009 0.009

弘 前 市 文 京 小 学 校 0.010 0.009 0.008 0.011 0.010

八 戸 市 六 日 町 0.011 0.008 0.009 0.010 0.009
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�　炭化水素

　�　炭化水素の測定は、自動測定機(メタン、非メタン

の分離測定)により県内６地点で実施しています。(資

料編表44及び45)。

　�　測定結果の経年変化は表２－３－11、図２－３－６

のとおりであり、令和６年度における非メタン炭化水

素の午前６時から午前９時までの３時間平均値の年平

均値は0.01～0.11ppmCの範囲でした。

表２－３－11　炭化水素濃度の年度別推移図

図２－３－６　非メタン炭化水素（午前６時～９時の年平均値）の経年変化

�　微小粒子状物質

　�　微小粒子状物質の測定は、自動測定機により県内５

地点で実施しています(資料編表46)。測定結果の年度

別環境基準達成状況は表２－３－12のとおりであり、

令和６年度は全地点で環境基準を達成しています。

　�　また、微小粒子状物質やその前駆物質は、大気中で

の挙動等に関する知見が十分ではなく、効果的な微小粒

子状物質対策の検討及び実施に当たっては、微小粒子状

物質及びその前駆物質の大気中の挙動等の科学的知見の

集積が必要であることから、県内３地点で微小粒子状物

質の成分分析を実施しています。

区分 市村名 測定局名 項目／年度
測定値（ppmC）

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

一
般
環
境
大
気
測
定
局

青 森 市 旧大栄小学校

非メタン炭化水素
（年平均値）

年間 0.17 0.03 0.02 0.02 0.01

６時～９時 0.17 0.04 0.02 0.02 0.01

メタン（年平均値） 1.96 1.98 1.98 1.99 2.01

全炭化水素（年平均値） 2.12 2.01 2.00 2.01 2.02

八 戸 市 八 戸 小 学 校

非メタン炭化水素
（年平均値）

年間 0.28 0.13 0.13 0.10 0.10

６時～９時 0.29 0.13 0.14 0.10 0.10

メタン（年平均値） 1.97 1.99 2.01 1.94 2.00

全炭化水素（年平均値） 2.25 2.12 2.12 2.05 2.10

六ヶ所村 六ヶ所村尾駮

非メタン炭化水素
（年平均値）

年間 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05

６時～９時 0.06 0.06 0.05 0.06 0.05

メタン（年平均値） 1.95 1.97 1.98 1.98 1.99

全炭化水素（年平均値） 2.01 2.03 2.03 2.03 2.04

自
動
車
排
出
ガ
ス
測
定
局

青 森 市 橋 本 小 学 校

非メタン炭化水素
（年平均値）

年間 0.02 0.06 0.05 0.04 0.04

６時～９時 0.02 0.07 0.06 0.05 0.04

メタン（年平均値） 1.98 1.98 2.00 2.00 2.02

全炭化水素（年平均値） 2.00 2.05 2.05 2.04 2.05

弘 前 市 文 京 小 学 校

非メタン炭化水素
（年平均値）

年間 0.05 0.05 0.05 0.05 0.07

６時～９時 0.06 0.06 0.06 0.05 0.08

メタン（年平均値） 1.98 2.00 2.01 2.01 2.02

全炭化水素（年平均値） 2.03 2.05 2.06 2.05 2.08

八 戸 市 六 日 町

非メタン炭化水素
（年平均値）

年間 0.12 0.14 0.15 0.13 0.13

６時～９時 0.09 0.11 0.13 0.11 0.11

メタン（年平均値） 1.99 2.00 2.01 2.01 2.03

全炭化水素（年平均値） 2.11 2.13 2.16 2.14 2.15

（注）１	 �炭化水素については、環境基準が設定されていないが、環境省の指針として光化学オキシダントの生成に関係がある
とされる非メタン炭化水素（ＮＭＨＣ）について、午前６時から午前９時までの３時間の平均値0.20～0.31ppmＣが示
されている。

	 ２	青森市の測定局については、青森市が測定を実施
	 ３	八戸市の測定局については、八戸市が測定を実施
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⑻　有害大気汚染物質

　�　有害大気汚染物質のうち、人の健康に係る被害を防

止するため、その排出又は飛散を早急に抑制しなけれ

ばならない指定物質（ベンゼン、トリクロロエチレン、

テトラクロロエチレン及びジクロロメタン）を含む有機

化合物（15物質）及び金属類（６物質）について、県内

５地点（うち、根岸小学校局は環境省測定、堤小学校

局及び橋本小学校局は青森市測定、八戸小学校局は

八戸市測定）で大気環境中の濃度を測定しました。

　�　令和６年４月～７年３月まで毎月１回（合計12回）

実施した調査結果において、環境基準が設定されてい

るベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチ

レン及びジクロロメタンの４物質については、いずれ

も環境基準を達成しています。

　�　また、大気の汚染に係る指針値が設定されているア

クリロニトリル、アセトアルデヒド、塩化ビニルモノ

マー、塩化メチル、クロロホルム、1,2-ジクロロエタ

ン、1,3-ブタジエン、ニッケル化合物、ヒ素及びその

化合物、水銀及びその化合物、マンガン及びその化合

物については、全測定地点において指針値を下回って

います（資料編表47）。

⑼　八戸地域における重金属類

　�　有害大気汚染物質モニタリング調査の結果、八戸地

域において重金属類の濃度が全国平均値を上回ってい

ることから、県では、重金属類の大気中濃度を詳細に

把握することを目的として、大気を常時採取するロー

ボリウムエアサンプラー法による調査を平成18年７月

から平成28年12月まで実施しました。平成29年１月以

降は、八戸市が継続して実施しています。令和６年度

の調査結果において、ニッケル化合物は、大気の汚染

に係る指針値を下回っています。今後も調査を継続

し、八戸地域における大気中重金属類濃度が低減され

るよう、事業者に情報提供し排出削減対策を促すこと

としています（表２－３－13）。

４　大気汚染防止対策

⑴　法令による規制

　�　大気汚染防止法（以下「法」という。）及び青森県

公害防止条例（以下「条例」という。）に基づき、工

場及び事業場から排出されるばい煙、粉じん等につい

て各種の規制が実施されています。

　�　ばい６煙に関する規制は、法及び条例に基づく「ば

い煙発生施設」及び「ばい煙関係施設」の排出口から

排出されるばい煙について排出量又は排出濃度の排出

基準が定められており、この基準に違反した事業者に

対しては、改善命令等の行政処分を経ることなく、直

ちに罰則を適用することができるようになっていま

す。事業者は、ばい煙発生施設等を設置し、又は構造

等の変更をする際、知事へ事前に届出することになっ

ており、これに対し、排出基準に適合しないと認める

ときは、計画変更命令等の措置ができ、規制基準の遵

守が担保される仕組みとなっています。

　�　粉じん規制については、石綿（アスベスト）その他の人

の健康に係る被害を及ぼすおそれのある物質を「特定

粉じん」に定め、「特定粉じん発生施設」を設置する工場

又は事業場の敷地の境界線における濃度の許容限度と

して規制基準が定められています。また、特定粉じん以

外の「一般粉じん発生施設」及び条例に基づく「粉じん

関係施設」については、粉じん飛散防止のための施設の

構造、使用及び管理に関する基準が定められています。

さらに、特定粉じんについては、石綿を含有する建築材

料が使用された建築物等の解体等の作業を「特定粉じ

ん排出等作業」に定め、作業基準が定められています。

表２－３－12　微小粒子状物質に係る環境基準の達成状況

表２－３－13　�八戸地域における大気中重金属類�

調査結果（令和６年度）

（単位：ng/m3）

測定対象物質 八戸小学校局 根岸小学校局 指針値

ニッケル化合物 0.80 0.77 25以下

区分 市村 測定局名

短期基準に関する評価
による適（○）・否（×）

長期基準に関する評価
による適（○）・否（×）

年　　度 年　　度

R2 R3 R4 R5 R6 R2 R3 R4 R5 R6

 一般環境
大気測定局

青 森 市 甲 田 小 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

八 戸 市 根 岸 小 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

五所川原市 五所川原第三中学校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

自動車排出
ガス測定局

弘 前 市 文 京 小 学 校 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

八 戸 市 六 日 町 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

（注）１　短期基準に関する評価による適（○）は、測定結果の年間98パーセンタイル値が35㎍/m3以下である場合
　　　２　長期基準に関する評価による適（○）は、測定結果の１年平均値が15㎍/m3以下である場合
　　　３　青森市の測定局については、青森市が測定を実施
　　　４　八戸市の測定局については、八戸市が測定を実施
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　�　そのほか、法ではアンモニア、ふっ化水素等28物質を

「特定物質」として定めており、特定物質を発生する施

設及びばい煙発生施設で事故が発生した場合に、知事

は事業者に対し、事故の拡大防止又は再発防止策をと

るべきことを命ずることができることになっています。

　�　移動発生源については、法に基づき、環境大臣が自

動車から排出される一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化

物等について、許容限度を定めるとともに、国土交通大

臣が道路運送車両法に基づく道路運送車両の保安基

準によりこれを確保することになっています。また、法で

は、自動車排出ガスによる大気汚染が著しい地区につ

いて、知事が県公安委員会に対して交通規制の要請を

行うとともに、必要に応じ道路管理者等に対して道路構

造の改善等について意見を述べることになっています。

　①　固定発生源の状況

　　�　令和６年度末における法等に基づく届出施設は、

資料編表48及び表49のとおりです。

　　�　また、令和６年度における届出書の受理件数は、

法対象が327件、条例対象が48件となっており、内

訳は資料編表50のとおりです。

　②　移動発生源の状況

　　�　移動発生源としては、自動車、航空機及び船舶等

があり、自動車は窒素酸化物等の大きな発生源と

なっています。

　　�　本県における自動車保有台数は、令和６年度末に

おいて約100万台となっています。また、ガソリン

及び軽油の販売量は、令和６年度末において、合わ

せて約98万kLとなっています（図２－３－７）。

　③　発生源規制指導

　　�　法及び条例に基づき、県、青森市及び八戸市がば

い煙発生施設等を設置している工場・事業場に対

し、規制基準の適合状況を把握するため、立入検査

を行っています。令和６年度は、ばい煙関連は延べ

174工場・事業場477施設、粉じん関連は延べ51工

場・事業場、376施設、水銀等関連は30工場・事業

場、57施設について、施設の稼動状況、燃料の使用

状況、ばい煙の排出状況等を調査しています。

　　�　また、ばい煙関連施設に係るばい煙の測定は、21

施設について実施しました。

⑵　大気汚染物質別対策

　①　硫黄酸化物対策

　　�　硫黄酸化物に関する排出規制は、一般排出基準

（Ｋ値規制）、特別排出基準、総量規制基準及び季

節的な燃料使用規制基準があり、本県では一般排出

基準、いわゆるＫ値による規制が行われています。

　　�　Ｋ値規制とは、政令で定める地域区分ごとに、対

象施設の排出口の高さに応じて定める許容限度であ

り、Ｋ値が小さいほど厳しい基準となります。

　　�　これまでＫ値は、表２－３－14のとおり、順次強化

されており、現在、本県に適用されるＫ値は、八戸市

（旧南郷村を除く。）が6.0（16ランク中第６ランク）、

青森市（旧浪岡町を除く。）が14.5（同第15ランク）、

その他の地域が17.5（同第16ランク）となっています。

　②　窒素酸化物対策

　　�　ばい煙発生施設に対する窒素酸化物の規制は、昭

和48年８月の１次規制以降、昭和58年までの５次に

わたり、排出基準の強化及び対象施設の拡充が行わ

れたことから、県では対象施設の実態を把握し、低

窒素酸化物バーナーの導入、燃焼管理の適正化等の

対策指導を行っています。

　　�　移動発生源に対する窒素酸化物の規制は、昭和48

年度以降順次規制が強化され、ガソリン又はＬＰＧ

を燃料とする自動車、ガソリンを燃料とする二輪

車、軽油を燃料とする特殊自動車（ディーゼル特殊

自動車）及びガソリン又はＬＰＧを燃料とする特殊

自動車について、大気汚染防止法に基づく告示「自

動車排出ガスの量の許容限度」により許容限度が定

められています。

　③　ばいじん及び有害物質対策

　　�　大気汚染防止法では、物の燃焼、電気の使用に

伴い発生する物質を「ばいじん」とし、物の破砕、

資料：�国土交通省東北運輸局「自動車統計」及び青森県石油商

業協同組合「石油製品販売実績」より県環境政策課作成

適用年月日

地域
S45.2.1 S46.6.24 S47.1.5 S49.4.1 S50.4.15 S51.9.28

八 戸 市 26.3 26.3 14.0 11.7 8.76 6.0

青 森 市 － 26.3 22.2 17.5 17.5 14.5

そ の 他 の 地 域 － 26.3 22.2 17.5 17.5 17.5

図２－３－７　�県内の自動車保有台数�

及びガソリン等販売量

表２－３－14　硫黄酸化物排出基準(Ｋ値)改定状況
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選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、

又は飛散する物質を「粉じん」としてそれぞれ規制

しています。なお、「粉じん」は「一般粉じん」と「特

定粉じん」(石綿：アスベスト)に区分されています。

　　�　ばいじんについては、施設の種類及び規模ごとに排

出基準が定められていますが、本県においては、アス

ファルトプラントの骨材乾燥炉や廃棄物の焼却炉等

において基準を超えるおそれがあることから、これら

の施設について集じん装置の設置を指導しています。

　　�　有害物質（窒素酸化物を除く。）の排出基準につ

いては、有害物質の種類ごとに、特定のばい煙発生

施設に対して設定されています。

⑶　公害防止協定による排出抑制

　�　公害防止協定は、法令による画一的な規制を補完

し、地域の実情に応じた効果的な対策を講じるととも

に、企業側の公害防止に対する姿勢を示し、住民の理

解を得るために有効なものです。

　�　本県では、東北電力㈱八戸火力発電所等の主要工場

（合計13企業）と関係市村の３者間で公害防止協定を締

結しています。この公害防止協定において、大気汚染防止

対策として、各協定工場から排出される硫黄酸化物やばい

じん、窒素酸化物等について、法令の排出基準より厳しい

基準を設定し、大気汚染物質の排出を抑制しています。

⑷　常時監視

　①　テレメータシステムによる発生源監視

　　�　本県では、八戸地区の大手７工場の主要施設につ

いて、県、八戸市及び事業者の３者間で「八戸地区

大気汚染発生源テレメータシステムの設置等に関す

る協定」を締結し、テレメータシステムにより燃料

使用量、硫黄酸化物排出量等の常時監視の実施及び

データ収集を行っています。監視項目については資

料編表51のとおりです。

　②　緊急時対策

　　�　気象条件の悪化等により大気汚染が著しくなった

場合に、大気汚染防止法に基づく緊急時の措置を迅

速かつ適切に行う必要があります。

　　�　近年、大気汚染物質の一つである光化学オキシダ

ント濃度が全国的に上昇傾向にあるという状況を踏

まえ、県では、県民の健康を守り、生活環境に係る

被害を防止するため、平成20年５月に「青森県大気

汚染緊急時対策要綱」を制定しました。

　　�　また、八戸市内の大手５工場と、緊急時の措置に

関する協定等を締結し、要綱に基づき注意報等を発

令した際には、大気汚染の状況に応じ、工場に対し

ばい煙量の削減等を要請するとともに、県民に対し

注意を呼びかけるなど、速やかに大気汚染の改善を

図ることとしています。

　　�　なお、現在まで、要綱に基づく注意報等の発令に

至る緊急事態は発生していません。

⑸　奥入瀬渓流自然環境の活用

　�　奥入瀬渓流に並行する国道102号では、秋の紅葉時

期など観光シーズン時にマイカーや観光バスが多く訪

れ、排気ガスや騒音等による自然環境への影響が懸念

されています。

　�　この問題を解決する方策の一つとして、奥入瀬渓流

を迂回する国道103号奥入瀬（青橅山）バイパスの整

備事業が進められており、バイパス完成後の奥入瀬渓

流の自然保護と利活用を両立する新たな交通システム

を構築するため有識者による奥入瀬渓流利活用検討委

員会（委員長：石田東生筑波大学名誉教授）を設立

し、検討を進めているところです。

　�　令和５年度（2023年度）には、青橅山バイパス開通

後を見据え、官民連携した、奥入瀬十和田利活用協議

会（協議会長：青森県知事）が発足し、奥入瀬・十和

田湖地域の高付加価値化や、オールシーズン型滞在型

観光を目指した事業構想を官民一体となって作成して

います。

５　アスベスト対策

⑴　青森県におけるアスベスト対策

　�　平成17年６月に大手機械メーカーからアスベストに

係る健康被害状況について公表され、その後相次いで

関係企業等から同様の内容が公表され、アスベストに

よる健康被害が社会問題化し、国民のアスベストによ

る健康や環境への不安が高まりました。

　�　この問題を受けて、国では、同年７月29日に関係閣僚

による会合を開き、アスベスト問題への当面の対応をと

りまとめて以降、大気汚染防止法をはじめ関係法令の改

正やアスベストによる健康被害者の救済制度の創設など

「アスベスト問題に係る総合対策」に取り組んでいます。

　�　本県では、同年７月14日にアスベスト問題庁内連絡

会議を設置し、関係部局が情報を共有し、相談窓口の

設置や相談事例等に関する情報交換、アスベスト問題

に関する県民への情報提供、県有施設等における吹付

けアスベスト等使用実態調査の実施などの取組を行っ

てきました。

　�　また、同年10月６日には、アスベスト問題に関する

総合的な対策の推進等を目的とする青森県アスベスト

問題対策本部を設置し、県有施設等における除去等の
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対策に着手するとともに、12月には、青森県アスベス

ト問題対策アクションプログラムを策定・公表し、平

成18年２月には、使用実態調査の最終結果を公表する

などにより、県民の不安解消と健康被害の防止対策に

取り組んでいます。

　�　更に、大気汚染防止法に基づく特定粉じん（アスベス

ト）排出等作業実施届出があった場合、立入検査や除去

作業場所周辺のアスベスト濃度の測定を行っています。

⑵　大気汚染防止法に基づく規制等

　①　特定粉じん排出等作業の届出状況

　　�　令和６年度における大気汚染防止法に基づく特定

粉じん排出等作業の届出件数は、表２－３－15のと

おりです。

　②　アスベスト濃度調査

　　�　令和６年度は、住宅地域２地点、商工地域１地に

おいて、環境大気中のアスベスト濃度調査を実施し

ました（表２－３－16）。

　　�　また、特定粉じん排出等作業場所周辺の19地点に

おいて、アスベスト濃度調査を実施しました（表２

－３－17）。

　③　アスベスト監視強化の取組

　　�　大気汚染防止法の改正により、平成18年から特定

粉じん排出等作業の規制対象が拡大されたことか

ら、これに対応し一層の監視強化を図るため、平成

17年度にはアスベスト濃度調査に係る試料採取用機

材・分析機器を整備し、以降、次の取組を行ってい

ます。

　　　ア　建築物の解体等に対する監視

　　　　�　特定粉じん排出等作業に対して、地域県民局

環境管理部が立入検査を実施し、必要に応じて

労働基準監督署と合同で立入検査を実施してい

ます。

　　　イ　特定粉じん排出等作業周辺調査

　　　　�　特定粉じん排出等作業に対して、当該建築物

等の敷地境界において、アスベスト濃度調査を

実施しています。

　　　ウ　一般環境調査

　　　　�　住宅地域等において、アスベスト濃度調査を

実施しています。

６　公害健康被害対策

　�　八戸市の一部地区住民を対象に、同市が昭和45年か

ら昭和49年にかけて公害健康被害調査を実施した結

果、大気汚染によると認められる呼吸器症状の有症率

が比較的高かったことを契機として、同市は昭和52年

６月１日から独自の救済制度（八戸市公害健康被害者

の救済に関する条例）により、小中野地区（面積7.1 

k㎡、地域内人口約３万人）を中心とする指定地域内

の公害健康被害者に対し、医療費、療養手当、障害補

償費等を支給し、その救済を行っています。

　�　これに要する財源は、八戸市内に立地する一定規模

以上の工場・事業場からの拠出金等を充てています。

　�　八戸市の救済制度に基づく指定疾病別認定患者数は

表２－３－18のとおり４人となっています。

表２－３－15　大気汚染防止法に基づく

特定粉じん排出等作業届出件数(令和６年度)

表２－３－16　環境大気中のアスベスト濃度

　　　　調査結果(令和６年度)

表２－３－17　特定粉じん排出等作業場所周辺

　　　　　　　　アスベスト濃度調査(令和６年度)

県受付分 青森市受付分 八戸市受付分 合計

31 14 11 56

※調査結果は総繊維数濃度を示している。

資料：県環境政策課

※調査結果は総繊維数濃度を示している。

資料：県環境政策課

区分
調　査
地点数

調査結果(本/Ｌ) (参考)特定粉じん発

生施設に係る敷地

境界基準(本/Ｌ)最小 最大
幾何
平均

住宅地域 2 ＜0.056 0.17 0.073
10

道路沿線 1 　0.11 0.16 0.132

調　査
地点数

調査結果(本/Ｌ) (参考)特定粉じん発生
施設に係る敷地境界基
準(本/Ｌ)最小 最大

幾何
平均

22 ＜0.056 0.96 0.20 10

疾　病 計

慢性気管支炎 0

気管支ぜん息 4

ぜん息性気管支炎 0

計 4

表２－３－18　指定疾病別認定患者数

（令和７年３月31日現在）
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７　悪臭対策

�　悪臭は、騒音、振動とともに日常生活と関連の深い感

覚公害の一つです。

�　近年では、従来の畜産農業に係る悪臭苦情の他、家 

庭生活における苦情が多く、悪臭に関する苦情の内容も

多種多様なものとなっています。

�　悪臭の現況

　�　令和５年度の悪臭苦情件数は43件であり、苦情発生

状況を発生源別にみると流出・漏洩が２件、家庭生活

（その他）８件などとなっています。

　�　また、令和５年度（５年７月１日～６年６月30日）

の畜産における業種別の苦情発生状況は、肉用牛（５

件)、乳用牛（１件）、豚（２件）、その他（馬）

（２件）で肉用牛経営の悪臭に関する苦情が多くなっ

ています（表２－３－21）。

　�　家畜排せつ物については、平成16年に｢家畜排せつ

物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律｣が施

行され、これまでに管理基準を満たした処理施設等の

整備が進められてきました。

　�　しかしながら、畜産経営の大規模化の進行、住宅地

との混住化、高齢化に伴う労働力不足等を背景に、一

部不適正な処理や堆肥の滞留等により地域住民から、

依然として悪臭に関する苦情が寄せられています。

　�　なお、飼養戸数、頭羽数(県計)の推移は資料編表56

のとおりです。

�　悪臭防止対策

　�　悪臭防止法に基づく規制地域の指定については、昭

和48年から順次行われ、令和６年度末で県内10市22町

５村計37市町村に規制地域が指定されています(資料

編表54)。

　�　また、規制基準の設定についても、昭和48年から順

次行われ、敷地境界、気体排出口及び排出水につい

て、規制基準が設定されています(資料編表55)。

　�　これらの規制地域における悪臭防止法に基づく立入検

査、悪臭の測定等は市町村長が行うこととされています。

８　稲わら焼却防止活動

�　稲わらの焼却防止については、平成19年度から、わら

焼きが集中している地域を重点指導地区とし、県、市町

村職員が直接農家を訪問して、稲わらの有効利用を指導

してきたほか、平成20年度には、稲わらの広域流通を進

めるため、稲わら流通促進商談会を開催し、畜産農家等

への稲わらのあっせんを始めました。

�　また、平成22年６月には「青森県稲わら有効利用の促

進及び焼却防止に関する条例」を制定し、関係機関が一

体となって、稲わらの焼却防止活動を展開しています。

�　これらの結果、稲わらの焼却は、水稲作付面積の１％

前後まで減ってきましたが、津軽地域の一部で依然とし

て行われており、貴重な有機質資源の損失のみならず、

健康への悪影響や交通の妨げが心配されるほか、本

県のマイナスイメージとなることが懸念されています。

�　このため、平成31年２月に稲わら収集者、畜産農家、

家畜市場、農協、市町村等を構成員に、稲わら流通促進

会議を設置し、稲わら広域流通システムを構築して、収

集・販売・利用の好循環を確立するための検討を行い、

令和３年２月には、稲わら販売の経営モデルや、高品質

な稲わらロールづくりのための収集・保管技術を示した

マニュアルを作成しました。

�　本マニュアルを活用した稲わらの更なる利用拡大や、

新たに稲わらサイレージの普及検討に取り組んでいま

す。

９　畜産業対策

�　畜産環境問題の現況

　�　畜産経営については、年々規模拡大が進む一方、市

街地の拡大や農村地域の混住化の進行に伴い、畜産経

営に起因する悪臭等の環境問題が発生しています。

　�　令和５年度の畜産経営に起因する環境問題の苦情発

生件数は10件であり、前年と比べ減少しました（表２

－３－19)。

　�　苦情発生件数を経済地帯別にみると、平地農業地域

３件(30.0％)、中山間農業地域７件(70.0％)でした

(表２－３－20)。

　�　なお、家畜の種類別苦情発生件数は表２－３－21、

経済地帯別苦情発生に伴う指導及び処理内容は表２－

３－22のとおりです。
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⑵　畜産環境保全対策

　�　地域農業や生活環境と調和のとれた環境保全型畜産

の確立を推進するため、家畜排せつ物の適正な処理や

耕種部門における堆肥利用の促進に努めるとともに、

補助事業やリース事業及び融資制度の活用による処理

機械・施設の整備を推進しました。

　①　畜産環境保全対策事業

　　�　家畜排せつ物の適正処理による環境汚染防止によ

り地域の環境に対応した畜産経営の確立を促進する

ため、「家畜排せつ物法」及び「青森県における家

畜排せつ物の利用の促進を図るための計画」に基づ

き、個別経営に対する巡回指導、家畜排せつ物処理

施設整備の促進、良質堆肥の生産と利用促進活動を

行いました。

　②　草地畜産基盤整備事業

　　�　将来的にも畜産主産地としての発展が期待される

地域において、畜産経営における総合的な環境整備

対策として、平成29年度から令和４年度まで「つが

る北部地区（つがる市）」が同事業を活用して、家

畜排せつ物を適正に処理・利用するための施設整備

を実施しています。

　③　畜産環境整備リース事業

　　�　家畜排せつ物処理の適正化に資するため、一般財

団法人畜産環境整備機構が畜産経営者に対して処理

施設機械の貸付を行う事業を推進しています。

　④　融資制度

　　�　家畜排せつ物処理施設の整備のために畜産経営が

活用できる制度資金の周知を図りました。

　　ア�　農業近代化資金（１号資金）：畜舎、堆肥舎等

農業用建物構築物の改良又は取得に必要な資金の

融資。また、原動機、耕うん整地用機械、畜産用

機具等の農機具の取得に必要な資金の融資

　　イ�　畜産経営環境調和推進資金：家畜排せつ物処理

高度化施設整備計画の認定を受けた畜産経営を対

象に処理施設の整備に必要な資金の融資

　　ウ�　農業経営基盤強化資金（スーパーＬ資金）：認

定農業者を対象に経営改善計画に則した処理施設

等の整備に必要な資金の融資

表２－３－19　苦情発生件数の推移

(単位:件）

年度 H26 H27 H28 H29 H30

件数 20 11 7 12 17

年度 R元 R2 R3 R4 R5

件数 11 10 10 15 10

資料：県畜産課

表２－３－20　経済地帯別苦情発生件数(令和５年度)

(単位:件）

区分

苦情内容別発生件数

水
質
汚
濁

悪
臭

害
虫
発
生

水
質
汚
濁
と

悪
臭

水
質
汚
濁
と

害
虫
発
生

悪
臭
と

害
虫
発
生

水
質
汚
濁
と

悪
臭
と
害
虫

そ
の
他計

都市的地域 3
平地農業地域 1 1 1
中間農業地域 4 1 1 1 7
山間農業地域

計 1 5 1 1 1 1 10

資料：県畜産課

表２－３－21　家畜の種類別苦情発生件数(令和５年度)

(単位:件）

区分

苦情内容別発生件数

水
質
汚
濁

悪
臭

害
虫
発
生

水
質
汚
濁
と

悪
臭

水
質
汚
濁
と

害
虫
発
生

悪
臭
と

害
虫
発
生

水
質
汚
濁
と

悪
臭
と
害
虫

そ
の
他計

豚 1 1 2
採卵鶏
ブロイラー
乳用牛 1 1
肉用牛 1 2 1 1 5
その他 1 1 2

計 1 5 1 1 1 1 10

資料：県畜産課

表２－３－22　経済地帯別苦情発生に伴う指導等

　　　　　　　　（令和５年度)

(単位:件）

区分

指導・対策別件数
施
設
助
成

技
術
指
導

移
転
の
斡
旋

紛
争
の
仲
介

そ
の
他計

都市的地域
平地農業地域 3 3
中間農業地域 7 7
山間農業地域

計 10 10

資料：県畜産課
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１　赤石川等の河川環境の保全

　赤石川（鰺ヶ沢町）、追良瀬川、笹内川、小峰沢川

（深浦町）の各河川から取水し発電を行っている大池系

発電所の流水は、各河川に戻ることなく直接日本海へ放

流されています。このため、県では平成13年度に、学識

経験者や地元住民などから構成される「大池系発電所の

水利使用に係る検討協議会」を開催し、夏場の４ヶ月間

は各河川の取水地点から下流河川への放流量を約３倍に

増量することなどを決定し、河川環境の改善に取り組ん

できており、令和５年度の検討協議会において、この取

組を継続的に実施することとしています。

２　十和田湖・奥入瀬川の河川環境の保全

　十和田湖・奥入瀬川の水は、昭和12年に策定された

「奥入瀬川河水統制計画」に基づき、かんがい・発電の

ために利用されており、地域の発展に大きな役割を果た

してきました。

　しかし、十和田湖の水をかんがい・発電に利用するた

めに、奥入瀬渓流への放流が限定されていたことなどか

ら、地元からは奥入瀬渓流への放流の見直しについて強

い要望がありました。また、奥入瀬渓流の下流では、発

電のための取水により10㎞以上の区間で水が少ない状態

となっており、河川が本来持っている豊かな自然環境が

失われていました。

　県では、このような状況を改善するために、平成18年

度から学識経験者や地域住民などから構成される「十和

田湖・奥入瀬川の水環境・水利用検討委員会」を開催し

検討を続けた結果、平成20年度に新たな水利用方法（奥

入瀬渓流への放流量の見直し、減水区間への放流）が決

定され、平成25年度の検討委員会において、この取組を

継続的に実施することとしています。

３　十和田湖水質保全対策

　十和田湖の水質については、昭和46年に湖沼で最も厳

しい環境基準類型「ＡＡ」に指定し、常時監視を実施し

てきました。しかし、その水質は、昭和61年度以降環境

基準を達成できない状態が続いています。平成16年度に

はＣＯＤが1.9㎎/Lと一時的に悪化し、その後は回復し

ましたが、令和６年度はＣＯＤが1.4㎎/Lと依然として

環境基準値を超過しています。透明度についても、昭和

61年度以降12ｍを下回る状態が続いており、平成16年度

には7.5ｍと悪化しましたが、その後は回復し、平成27

年度、平成28年度には12ｍを上回りました。平成29年度

以降については、令和３年度は12ｍを上回りましたが、

令和６年度は11.8ｍでした（図２－３－８）。また、ヒ

メマス漁獲量は昭和60年代に急激に落ち込み、その後一

時的に回復した年もありましたが、平成４～８年度及び

平成12～14年度にかけ再び落ち込むなど不安定な状態が

続いています。このため、県では、平成７～９年度にか

けて環境庁（当時）と共同で水質の汚濁原因解明調査を

実施し、さらには、平成10年度及び平成11年度に環境庁

（当時）、水産庁及び秋田県と共同で水質改善及びヒメ

マス資源回復を目的とした調査を実施しました。

　これらの調査結果により、ワカサギとヒメマスが、餌

である大型動物プラクントンをめぐって強い競争関係を

引き起こし、湖内の生態系が変化したことが水質の汚

濁及びヒメマス不漁の要因の一つであると考えられました。

　また、湖への流入汚濁負荷に関する県の取りまとめ

（平成23年度）では、降雨時の流入河川からの汚濁負荷

等自然的要因がほとんどを占め、人為的要因は極めて小

さいと考えられました。

　県は、十和田湖の水質改善等に向けた取組を推進する

ため、平成13年８月に秋田県と共同で、行政、関係機

関、事業者及び住民が実践すべき取組について「十和

田湖水質・生態系改善行動指針」として取りまとめました。

　平成27年３月には、これまでの調査・研究結果及び取

組状況を踏まえて本指針を改定し、秋田県及び関係機関

等と連携して、本指針に掲げる水質・生態系改善のため

の各種取組をより一層推進し、水質の改善に努めていく

こととしています。

第２節　水環境の保全
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　さらに、青森・秋田両県では、十和田湖の水質及びそ

の周辺地域における環境を適正に保全することを目的と

して、両県の事業者及び住民等が参加する「十和田湖環

境保全会議」を開催（令和６年度は11月に開催）し、環

境保全に係る意識啓発に努めています。

４　小川原湖水質保全対策

　小川原湖の水質は、平成18年度以降環境基準を達成で

きない状況が続いており、近年は急速に水質悪化が進行

する傾向を示しています（図２－３－９）。

　このため、小川原湖を管理している国土交通省は、水

質悪化の原因について検討するとともに、平成24年３月

に行政の関係機関（国土交通省、県及び流域市町村）で

構成する「小川原湖水環境対策協議会」を設置し、平成

25年２月には水質改善に係る施策などを取りまとめた

「小川原湖水環境改善計画」を策定しました。

　同計画に基づき、国土交通省は塩水遡上抑制に係る実

証試験や覆砂などの湖内対策に、県及び市町村は生活排

水対策などの流域対策に取り組んでいます。

　また、県は、流域対策をさらに促進することを目的と

して、平成27年10月に小川原湖流域の行政（県及び流域

市町村）、関係団体及び有識者などで構成する「小川原

湖流域水環境対策協議会」を設置し、平成29年１月に

は、流域の行政、事業者、住民等の各主体が実施してい

くべき取組の具体的な方向性を「小川原湖水環境改善行

動指針」として取りまとめました。

　令和元年度から２か年で実施した「小川原湖水質改善

緊急対策事業」では、小川原湖に接続する姉沼、内沼の

水質等に係る詳細な調査を行うとともに、小川原湖流域

における事業者及び住民等に対して水質保全に係る意識

啓発等を行いました。

　今後も同行動指針を広く周知し、水質改善に向けた各

主体の具体的な取組の促進を図っていくとともに、姉

沼、内沼の水質調査や生活排水対策に係る普及啓発等を

行うこととしています。

図２－３－８　十和田湖におけるＣＯＤ（75% 値）と透明度の経年変化
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資料：県環境政策課



64

第３章　安全・安心な生活環境の保全

図２－３－９　小川原湖におけるＣＯＤ（75％値）の経年変化

５　陸奥湾水質保全対策

　陸奥湾は、比較的清澄な状態にありますが、閉鎖性の

強い水域であるため、いったん汚濁が顕在化するとその

回復に多大な経費、時間を要し、また、完全な回復も難

しくなります（図２－３－10）。

　このため、県では、陸奥湾の良好な水質環境を将来に

わたって維持していくために、平成８年度から「むつ湾

アクアフレッシュ事業」を実施し、平成９年５月には、

総合的かつ長期的な展望に立った陸奥湾の環境保全の基

本指針となる「むつ湾アクアフレッシュ計画」を策定し

ました。

　また、「むつ湾アクアフレッシュ協議会」（県、関係

市町村及び関係団体等で構成）を設立し、生活排水対策

として下水道、農業集落排水施設、合併処理浄化槽の設

置の推進、海岸防災林の造成、漁民の森づくり活動推進

事業及びエコ･クッキング発表会等の水質保全活動を実

施してきました。

　なお、同計画は平成17年度で終了し、陸奥湾の水質保

全施策については、平成18年度からは青森県環境計画な

どにより実施しています。

0

5

10

15

20

25

30

35

40

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

C
Ｏ
Ｄ

7
5
%値

（m
g/

L
）

C 姉沼川前面

G 中央

H 小川原湖総合観測所

環境基準：３mg/L以下

図２－３－ 10　陸奥湾におけるＣＯＤ、全窒素及び全燐の経年変化
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６　工業用水道保全対策

　県では、青森県八戸工業用水道（八戸市）を昭和41年

６月から運営をしています。

　青森県八戸工業用水道で供給している水は、じん芥、

土砂を除去した原水であり、水質については各事業所で

使用目的に応じ浄化処理を行い使用しています。

　除去した土砂は、土砂処理池で天日乾燥の上、土砂分

析（有害物質含有量試験及び溶出試験）を行い、安全性

を確認の上、再利用に努めています。

　なお、県営工業用水道給水状況は、表２－３－23のと

おりです。

７　農業用水保全対策

　農村地域では、農業用水路が生活雑排水の受け入れ先

となっていることから、水質汚濁解消と生活環境の向上を

図るため、汚水処理施設の整備が必要とされています。

　都市地域に比較して人口密度が低く、経済的に都市型

の下水道事業による整備が困難な農村地域では、集落の

形態に適した小規模集合処理方式の汚水処理システムを

整備する、農業集落排水事業を進めています。

８　漁場保全対策

　本県の日本海・津軽海峡・太平洋ではいか釣り、定置など 

の漁業が、陸奥湾ではホタテガイ養殖業が主に営まれてお

り、海面漁業・養殖業の生産量は全国第７位となっていま

す。また、小川原湖、十三湖等ではシジミ、ワカサギ、シラウ

オ等を対象とした漁業が営まれており、内水面漁業・養殖業

の生産量は全国第８位となっています（農林水産省「令和５

年漁業・養殖業生産統計」）。このように全国有数の水産物

の産地である本県の海面・内水面漁場の環境保全を図るた

め、県では昭和48年から「漁業公害調査指導事業」を実施

し、水質のモニタリングを行うとともに各漁業協同組合の協

力を得ながら漁場被害発生時における緊急処置体制を整備

しています。

　また、「陸奥湾漁場保全対策基礎調査事業」では、ホタテ

ガイ養殖漁場としての陸奥湾の持続的な環境保全のための

調査を行っています。

９　水質汚濁の現況

　本県では、県、青森市、八戸市、国土交通省が、主要公共用

水域において水質汚濁の状況を継続的に監視しています。

　令和６年度の水質調査の結果については、公共用水域

の水質は総合的に見て概ね良好な状況にあります。その

要因は主に、工場・事業場排水の規制及び処理施設の整

備、下水道の普及等によるものですが、一部の中小都市

河川や湖沼及び閉鎖性海域では水質の改善の停滞が見ら

れます。これは、生活排水が未処理のまま公共用水域に

放流されることなどが主な原因と考えられます。

　生活排水対策としては、下水道の整備を更に促進する

ほか、農業集落排水処理施設、合併処理浄化槽の設置

等の各種生活排水処理施設の整備を進めることとしてい

ますが、下水道の整備には長い年月と莫大な費用を要す

るため、県民の水質保全意識の一層の高揚を図ることを

目的として、家庭でできる生活排水対策に関する講習会

の開催等、各種普及啓発事業を実施しています。今後と

も、行政と県民が一体となって取り組むことが必要です。

　水質汚濁防止法では、特に生活排水対策の実施を

推進することが必要な水域を生活排水対策重点地域

に指定して計画的な対策の推進を図ることとされてお

り、県は平成５年12月に新井田川河口水域に係る地域

（八戸市）を、平成９年１月に古間木川流域（三沢市）

をそれぞれ生活排水対策重点地域に指定しました。

　工場・事業場からの排水については、水質汚濁防止法

等による排水規制の強化及び立入検査による指導等によ

り水質が改善されてきています。

　また、地下水は身近にある貴重な水資源として広く利

用されていますが、揮発性有機化合物や硝酸性窒素によ

る汚染が全国的に問題となっており、県でもその状況の

把握に努めています。

表２－３－23　県営工業用水道給水状況

（令和７年３月31日現在）

名　　　称 給水地域
給水能力
（㎥/日）

給水事業者数
令和６年度給水実績

（㎥/日）

青森県八戸工業用水道 八戸臨海工業地帯 350,000 10 303,010

資料：県整備企画課
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10　公共用水域の水質等の現況

⑴　環境基準の達成状況等

　�　環境基本法に基づく水質汚濁に係る環境基準は、人

の健康を保護するとともに、生活環境を保全する上で

維持されることが望ましい基準として定められており、

水質保全対策を推進する上での目標となっています。

　�　「人の健康の保護に関する環境基準（健康項目）」

では、カドミウム、全シアン等有害物質について環境基 

準が定められており、平成５年３月の改正でトリクロロ

エチレン等15物質が追加されたほか、鉛、砒素につい

て、より厳しい基準値への見直しや有機燐の項目の削

除が行われ、また、平成11年２月の改正では、ふっ素、

ほう素並びに硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素の３項目、

平成21年11月の改正では、1,4-ジオキサンが追加さ

れ、現在27項目について基準値が定められています。

　�　さらに、人の健康の保護に関連する物質ではあるも

のの、公共用水域等における検出状況等から見て、現時

点では直ちに健康項目とはせず、引き続き知見の集積に

努めるべきものとしてクロロホルム等27項目を「要監視

項目」とし、うち25項目に指針値が定められています。

　�　また、「生活環境の保全に関する環境基準（生活環

境項目）」は、河川、湖沼、海域ごとにその利用目的

に応じて水域類型が定められることとなっており、県

では、ｐＨ、ＤＯ、ＢＯＤ（ＣＯＤ）等に関しては42

河川（56水域）、５湖沼（５水域）、８海域（28水

域）について、全窒素及び全燐に関しては１湖沼（１

水域）、１海域（１水域）について、類型指定を行

い、環境基準の維持・達成に努めています（資料編表

10及び表11）。また、令和４年４月の改正では、大腸

菌群数が大腸菌数に見直され、令和５年４月１日から

施行されています。

　�　国は平成15年以降、「水生生物の保全に係る環境基

準」の項目として、全亜鉛、ノニルフェノール、ＬＡＳ（直

鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩）を順次追加

しており、県では平成27年度から順次類型指定を行って

います。このほか、水道水源水域の水質保全を図るた

め、平成６年５月10日に施行された「特定水道利水障

害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関す

る特別措置法」の中で、特定項目として位置付けら

れているトリハロメタン生成能を測定しています。

　�　以上のことを踏まえて、県、青森市、八戸市、国

土交通省では、公共用水域の水質について環境基準の

達成状況を継続して調査しており、令和６年度は岩木

川、新井田川、十和田湖、陸奥湾等63河川、９湖沼、

８海域の総計196地点について監視を行いました。調査

河川等数及び測定項目数は資料編表15のとおりです。

　①　健康項目

　　�　カドミウム、全シアン等、人の健康の保護に関す

る環境基準（健康項目）について、46河川、７湖

沼、３海域において延べ1,538項目の調査を実施し

ました。その結果、蟹田川及び田名部川におけるほ

う素、正津川における砒素が環境基準非達成でし

た。その原因として、蟹田川及び田名部川において

は、感潮域であるため海水の流入によるもの、正津

川においては、砒素を含む温泉の湧出に由来する自

然要因によるものであると考えられます。各項目に

おける測定地点数は資料編表16のとおりです。

　②　生活環境項目

　　�　ｐＨ、ＤＯ、ＢＯＤ（ＣＯＤ）等、生活環境の保

全に関する環境基準（生活環境項目）について、63

河川、９湖沼、８海域において延べ7,952項目の調

査を実施しました。

　　�　その結果、有機性汚濁の代表的指標であるＢＯＤ

（又はＣＯＤ）で見ると、環境基準の水域類型指定

が行われている89水域のうち81水域で環境基準を達

成しており、達成率は91％（河川95％、湖沼40％、

海域93％）で、近年は図２－３－11のとおり推移し

ています。

［資料：表２－３－24～表２－３－44県環境政策課］

図２－３－11　水質環境基準達成の推移
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　　ア　河　　　川

　　　�　県内の63河川において、ｐＨ、ＤＯ、ＢＯＤ、

ＳＳ、大腸菌数等の項目について延べ3,963項目

の調査を実施しました。

　　　�　ＢＯＤの環境基準達成状況は表２－３－24のと

おりであり、類型指定している56水域のうち53水

域で環境基準を達成し、達成率は95％でした。

　　　�　全亜鉛、ノニルフェノール、ＬＡＳの水生生物

の保全に係る環境基準の達成状況は、表２－３－

25のとおりであり、類型指定している41水域全て

で３項目とも環境基準を達成し、達成率は100％

でした。

　　イ　湖　　　沼

　　　�　十和田湖、小川原湖及び浅瀬石川ダム貯水池等

において、ｐＨ、ＤＯ、ＣＯＤ、ＳＳ、大腸菌数

等の項目について延べ2,235項目の調査を実施し

ました。

　　　�　ＣＯＤの環境基準達成状況は表２－３－26のと

おりであり、類型指定している５水域のうち２水

域で環境基準を達成し、達成率は40％でした。

　　　�　全亜鉛、ノニルフェノール、LASの水生生物の

保全に係る環境基準の達成状況は、表２－３－27

のとおりであり、類型指定している５水域全てで

水域環境基準を達成し、達成率は100％でした。

　　ウ　海　　　域

　　　�　陸奥湾など８海域において、ｐＨ、ＤＯ、ＣＯ

Ｄ、ｎ-ヘキサン抽出物質、大腸菌数等の項目に

ついて延べ1,754項目の調査を実施しました。

　　　�　ＣＯＤの環境基準の達成状況は表２－３－28の

とおりであり、類型指定している28水域のうち26水

域で環境基準を達成し、達成率は93％でした。

　③　特殊項目

　　�　特殊項目については、銅、クロム等５項目につい

て延べ550項目の調査を実施しました。測定結果は

表２－３－29のとおりです。

　　�　なお、クロムは検出されませんでした。

表２－３－24　河川の環境基準達成状況（ＢＯＤ）

表２－３－25　�河川の環境基準達成状況（全亜鉛、ノニ

ルフェノール、ＬＡＳ）

表２－３－26　湖沼の環境基準達成状況（ＣＯＤ）

表２－３－27　�湖沼の環境基準達成状況（全亜鉛、ノニ

ルフェノール、ＬＡＳ）

表２－３－28　海域の環境基準達成状況（ＣＯＤ）

表２－３－29　特殊項目の調査結果（令和６年度）

（単位：㎎/L）

類　型

河　　　　川
R６年度
達成率

（B/A）（％）

R５年度
達成率
（％）

類型指定
水域数
（A)

達成
水域数
（B)

AA 3 3 100 67
A 39 36 92 95
B 13 13 100 100
C 1 1 100 100

合計/平均 56 53 95 95

類　型

河　　　　川
R６年度
達成率

（B/A）（％）

R５年度
達成率
（％）

類型指定
水域数
（A)

達成
水域数
（B)

生物特A 3 3 100 100 
生物A 35 35 100 100
生物Ｂ 3 3 100 100 

合計/平均 41 41 100 100

類　型

湖　　　　沼
R６年度
達成率

（B/A）（％）

R５年度
達成率
（％）

類型指定
水域数
（A)

達成
水域数
（B)

AA 1 0 0 0
A 4 2 50 25

合計/平均 5 2 40 20

類　型

湖　　　　沼
R６年度
達成率

（B/A）（％）

R５年度
達成率
（％）

類型指定
水域数
（A)

達成
水域数
（B)

生物A 5 5 100 100
合計/平均 5 5 100 100

類　型

海　　　　域
R６年度
達成率

（B/A）（％）

R５年度
達成率
（％）

類型指定
水域数
（A)

達成
水域数
（B)

A 9 8 89 100
B 11 10 91 91
C 8 8 100 100

合計/平均 28 26 93 96

区分
項目

河　川 湖　沼 海　域

フェノール類
＜0.02
～0.02

＜0.02 ＜0.02

銅
＜0.005
～0.042

＜0.005
～＜0.02

＜0.005
～0.007

溶解性鉄 ＜0.1～2.1 ＜0.1～0.3 ＜0.1

溶解性マンガン
＜0.02
～0.32

＜0.02
～0.63

＜0.02

クロム ＜0.02 ＜0.02 ＜0.02
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　④　要監視項目

　　�　要監視項目については、イソキサチオン、クロロ

タロニル、ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ、全マンガンの４

項目について延べ144項目の調査を実施しました。

測定結果は表２－３－30のとおりです。

　⑤　その他の項目

　　�　生活排水による都市河川の汚濁と関わりが深い塩

化物イオン、硫酸イオン、アンモニア性窒素、藻類

増殖の指標であるクロロフィル-a等について延べ

1,601項目の調査を実施しました。測定結果は表２

－３－31のとおりです。

　⑥　特定項目（トリハロメタン生成能）

　　�　特定項目(トリハロメタン生成能)については、県

内８水域11地点において、延べ44項目の調査を実施

しました。

　　�　測定結果（地点ごとの年間平均値）は表２－３－

32のとおりです。

表２－３－30　要監視項目の調査結果（令和６年度）

（単位：㎎/L）

表２－３－31　その他の項目等の調査結果（令和６年度）

区分
項目

河　川 湖　沼 海　域

イソキサチオン <0.0005 - -

クロロタロニル
<0.0002
～<0.0008

<0.0008

ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ
<0.0000006

～
0.0000072

<0.0000006
～

0.000023
-

全マンガン - 0.46 -

区分
項目

河　川 湖　沼 海　域

塩化物イオン(mg/L) 7～12,000 15～17,000
4500～
21,000

硫酸イオン(mg/L) 7～18 - -

アンモニア性窒素(mg/L)
<0.02～
1.3

<0.005～11 -

リン酸性リン(mg/L)
<0.003～
0.055

<0.003～
1.2

-

クロロフィル-ａ(μg/L) 0.4～88 0.2～130 <0.2～64

表２－３－32　トリハロメタン生成能調査結果

（令和６年度）

水域名 測定地点名
トリハロメタン生成能

平均値（mg/L）

津 刈 川 鍋倉 0.084

山 田 川 新小戸六ダム 0.082

堤 川 下湯ダム下 0.028

横 内 川 水道取水口上流 0.028

奥 入 瀬 川 幸運橋 0.043

馬 淵 川
梅泉橋 0.032

名久井橋 0.033

岩 木 川
上岩木橋 0.043

乾橋 0.055

浅瀬石川ダム貯水池 ダムサイト 0.056

世 増 ダ ム 貯 水 池 ダムサイト 0.024
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⑵　水域別水質汚濁の現況

　①　河　　　川

　　ア　日本海岸水域河川

　　　�　笹内川、赤石川等６河川の６地点において調査

を実施しました。

　　　�　ＢＯＤの経年変化は表２－３－33のとおりで、

当該水域には大きな汚濁発生源が存在しないこと

から、全般的に水質は良好で、類型指定されてい

る５水域全てで環境基準を達成しました。

　　イ　岩木川水域河川

　　　�　岩木川、平川、浅瀬石川等15河川36地点におい

て調査を実施しました。

　　　�　主要地点のＢＯＤ経年変化の状況は表２－３－

34のとおりで、類型指定されている10水域のうち

８水域で環境基準を達成しましたが、岩木川、山

田川では環境基準非達成でした。

表２－３－33　日本海岸水域河川におけるＢＯＤ（75％値）の経年変化

（単位：㎎/L）

水域名 測定地点名
環境基準

類　　型
基準値

年　　　度

R2 R3 R4 R5 R6

笹 内 川 ○ 笹 内 橋 Ａ 2 0.8 1.0 0.6 1.2 0.9

吾 妻 川 ○ 板 前 橋 Ａ 2 0.7 0.8 0.8 0.8 1.2

追 良 瀬 川 ○ 追 良 瀬 橋 Ａ 2 ＜0.5 0.9 ＜0.5 0.9 1.2

赤 石 川 ○ 基 橋 Ａ 2 0.6 1.6 0.9 0.9 0.9

中 村 川 ○ 中 村 橋 Ａ 2 0.8 1.2 ＜0.5 0.9 0.9

鳴 沢 川 鳴 沢 橋 - - 0.9 1.9 1.0 1.0 1.4

（注）○印：環境基準点

表２－３－34　岩木川水域河川におけるＢＯＤ（75％値）の経年変化

（単位：㎎/L）

水域名 測定地点名
環境基準

類　　型
基準値

年　　　度

R2 R3 R4 R5 R6

岩 木 川

○ 鷹 ノ 巣 橋 A 2 0.8 1.2 0.5 0.9 0.8
上 岩 木 橋 A 2 0.6 0.8 0.7 0.6 0.9
安 東 橋 A 2 0.7 0.7 0.6 0.5 0.8

○ 幡 龍 橋 A 2 1.7 1.7 1.3 1.8 1.9
鶴 寿 橋 A 2 1.9 2.2 2.3 2.3 2.6

○ 乾 橋 A 2 1.7 2.0 2.0 2.0 2.2
三 好 橋 A 2 1.9 1.5 1.5 1.8 1.7
神 田 橋 A 2 1.5 1.5 1.6 1.1 1.4

○ 津 軽 大 橋 B 3 1.7 1.5 1.3 2.5 1.9
十三湖大橋岩木川河口 B 3 1.0 1.6 1.3 1.5 1.2
十 三 湖 １ 中 央 B 3 1.6 1.5 1.1 1.5 2.8
十三湖2山田川河口 B 3 1.9 2.0 1.1 1.5 2.9
十三湖3鳥谷川河口 B 3 1.3 1.7 0.8 1.0 2.0

湯 ノ 沢 川 滝 野 沢 橋 － - ＜0.5 1.5 0.9 ＜0.5 ＜0.5
大 秋 川 ○ 国 吉 橋 A 2 0.5 1.1 0.6 0.8 0.5

平 川
○ 板 沢 橋 A 2 0.6 1.2 1.0 1.0 0.8

豊 平 橋 A 2 0.8 0.8 1.3 1.1 1.0
○ 平 川 橋 A 2 1.1 0.8 1.1 0.8 0.9

津 刈 川
鍋 倉 － - 1.0 1.1 1.0 1.0 1.0
二 の 渡 橋 － - 0.5 0.9 1.0 1.1 1.0

大 落 前 川 ○ 延 命 橋 A 2 0.8 0.6 ＜0.5 0.9 0.7

虹 貝 川
新 早 瀬 野 橋 A 2 1.0 1.0 0.7 1.1 0.8

○ 第 二 清 川 橋 A 2 0.8 1.1 1.0 0.9 1.0
土 淵 川 西 田 橋 － - 0.9 1.6 1.3 1.3 1.2

浅 瀬 石 川

○ 四 十 巻 橋 AA 1 0.8 0.7 ＜0.5 1.1 0.8
○ 中 島 橋 A 2 0.9 1.0 0.7 1.3 1.2
○ 千 年 橋 A 2 1.1 1.2 0.6 0.9 1.4
○ 朝 日 橋 A 2 0.8 0.8 0.8 0.8 0.9

温 川 沢 温 川 橋 － - 0.6 1.1 ＜0.5 0.9 0.8
新 十 川 湊 　 橋 － - 2.2 1.8 1.6 1.7 4.3
旧 十 川 鳴 戸 橋 － - 2.0 1.8 3.5 1.9 4.2
飯 詰 川 ○ 飯 詰 ダ ム A 2 1.0 1.3 1.2 1.3 1.7
金 木 川 蒔 田 橋 － - 1.1 0.8 1.0 1.2 1.1

山 田 川
○ 新 小 戸 六 ダ ム A 2 0.6 0.9 1.3 3.1 1.7

田 光 沼 中 央 A 2 4.4 2.7 2.7 2.7 5.6
○ 車 力 橋 A 2 4.4 3.0 3.2 3.4 5.5

（注）○印：環境基準点
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表２－３－35　津軽半島北側水域河川におけるＢＯＤ（75％値）の経年変化

（単位：㎎/L）

水域名 測定地点名
環境基準

類　　型
基準値

年　　　度

R2 R3 R4 R5 R6

長 川 ○ 新 長 川 橋 A 2 0.7 0.6 ＜0.5 0.8 0.6

今 別 川 ○ あ す な ろ 橋 A 2 0.5 0.6 ＜0.5 0.7 0.8

（注）○印：環境基準点

表２－３－36　陸奥湾西側水域河川におけるＢＯＤ（75％値）の経年変化

（単位：㎎/L）

水域名 測定地点名
環境基準

類　　型
基準値

年　　　度

R2 R3 R4 R5 R6

蟹 田 川 ○ 蟹 田 橋 A 2 1.0 0.9 ＜0.5 0.6 0.9
高 石 川 ○ 高 石 股 橋 A 2 0.6 0.7 ＜0.5 0.7 0.6

新 城 川
戸 建 沢 橋 B 3 4.2 1.2 1.3 1.2 1.2

○ 新 井 田 橋 B 3 4.2 1.9 1.7 1.6 1.4

沖 館 川
○ 沖 館 橋 C 5 2.0 1.4 1.3 1.3 1.0

西 滝 川 滝 内 橋 C 5 2.2 1.6 1.8 1.5 1.2

堤 川
○ 下 湯 ダ ム 下 A 2 1.0 1.1 0.9 0.7 0.5
○ 荒 川 橋 A 2 ＜0.5 0.5 0.6 0.6 0.6
○ 甲 田 橋 B 3 1.5 0.9 ＜0.5 1.0 0.6

横 内 川
○ 水 道 取 水 口 上 流 AA 1 1.1 0.6 0.5 0.6 ＜0.5
○ ね ぶ た の 里 入 口 A 2 1.1 0.6 0.7 0.6 0.6

駒 込 川
○ 駒 込 川 頭 首 工 A 2 0.5 0.6 0.8 0.7 0.5
○ 八 甲 橋 B 3 0.8 0.5 ＜0.5 1.0 0.6

野 内 川
○ 滝 沢 橋 A 2 0.6 ＜0.5 0.8 0.9 0.6
○ 野 内 橋 A 2 1.1 0.6 0.5 0.7 0.6

浅 虫 川 鉄 橋 下 － － 3.3 1.3 0.9 1.9 1.2

（注）○印：環境基準点

表２－３－37　陸奥湾東側水域河川におけるＢＯＤ（75％値）の経年変化

（単位：㎎/L）

水域名 測定地点名
環境基準

類　　型
基準値

年　　　度

R2 R3 R4 R5 R6

小 湊 川 ○ 雷 電 橋 A 2 0.7 1.0 0.6 1.1 0.8

野 辺 地 川
○ 清 水 目 橋 A 2 0.6 0.5 1.0 ＜0.5 0.7
○ 野 辺 地 橋 B 3 0.6 1.1 0.9 ＜0.5 0.6

田 名 部 川
○ 荷 橋 A 2 0.7 0.7 1.2 0.6 1.1

赤 坂 橋 B 3 0.8 0.9 1.8 1.3 1.8
○ 下 北 橋 B 3 1.7 1.6 2.0 1.5 1.4

新田名部川 む つ 大 橋 － － 0.9 1.8 2.5 2.5 1.5

小 荒 川
○ せ せ ら ぎ 橋 A 2 ＜0.5 0.6 0.6 ＜0.5 0.5
○ 小 荒 川 橋 B 3 1.3 1.6 1.9 1.0 1.7

宇 曽 利 川 ○ 宇 曽 利 川 橋 A 2 ＜0.5 0.6 0.8 0.5 0.7
永 下 川 ○ 永 下 橋 A 2 ＜0.5 0.7 0.6 ＜0.5 ＜0.5

川 内 川
湖 鏡 大 橋 A 2 0.6 ＜0.5 0.5 ＜0.5 0.7

○ 矢 櫃 大 橋 A 2 ＜0.5 0.6 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5
○ 川 内 橋 A 2 0.6 0.8 0.6 ＜0.5 0.7

葛 沢 川 葛 沢 橋 － － ＜0.5 0.6 ＜0.5 ＜0.5 ＜0.5
小 沢 川 国 道 下 － － 1.1 0.7 1.5 0.5 0.6
境 川 河 口 － － 1.6 1.8 1.1 0.7 1.6

（注）○印：環境基準点

　　ウ　津軽半島北側水域河川

　　　�　長川、今別川の２河川２地点において調査を実

施しました。

　　　�　ＢＯＤの経年変化の状況は表２－３－35のとお

りで、類型指定されている２水域とも環境基準を

達成しました。

　　エ　陸奥湾西側水域河川

　　　�　堤川、駒込川、野内川、蟹田川等９河川16地点

において調査を実施しました｡

　　　�　ＢＯＤの経年変化の状況は表２－３－36のとお

りで、類型指定されている11水域全てで環境基準

を達成しました。

　　オ　陸奥湾東側水域河川

　　　�　野辺地川、田名部川、川内川等11河川17地点に

おいて調査を実施しました。

　　　�　ＢＯＤの経年変化の状況は表２－３－37のとお

りで、類型指定されている11水域全てで環境基準

を達成しました。
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　　カ　下北半島西側水域河川

　　　�　古佐井川、奥戸川の２河川２地点において調査

を実施しました。

　　　�　ＢＯＤの経年変化の状況は表２－３－38のとお

りで、類型指定されている２水域とも環境基準を

達成しました。

　　キ　下北半島北側水域河川

　　　�　大畑川、正津川の２河川２地点において調査を

実施しました。

　　　�　ＢＯＤの経年変化の状況は表２－３－39のとお

りで、類型指定されている大畑川は、環境基準を

達成しました。

　　ク　東通り水域河川

　　　�　七戸川、砂土路川等10河川15地点において調査

を実施しました。

　　　�　ＢＯＤの経年変化の状況は表２－３－40のとお

りで、類型指定されている５水域全てで環境基準

を達成しました。

表２－３－38　下北半島西側水域河川におけるＢＯＤ（75％値）の経年変化

（単位：㎎/L）

水域名 測定地点名
環境基準

類　　型
基準値

年　　　度

R2 R3 R4 R5 R6

古 佐 井 川 ○ 古 佐 井 橋 A 2 ＜0.5 0.6 0.7 ＜0.5 1.0

奥 戸 川 ○ 奥 戸 橋 A 2 ＜0.5 0.6 1.2 ＜0.5 1.1

（注）○印：環境基準点

表２－３－39　下北半島北側水域河川におけるBOD（75％値）の経年変化

（単位：㎎/L）

水域名 測定地点名
環境基準

類　　型
基準値

年　　　度

R2 R3 R4 R5 R6

大 畑 川 ○ 小 目 名 橋 A 2 ＜0.5 0.6 ＜0.5 0.5 1.3

正 津 川 正 津 川 橋 － － 0.5 1.4 0.8 0.7 0.5

（注）○印：環境基準点

表２－３－40　東通り水域河川におけるＢＯＤ（75％値）の経年変化

（単位：㎎/L）

水域名 測定地点名
環境基準

類　　型
基準値

年　　　度

R2 R3 R4 R5 R6

小 老 部 川 小 老 部 橋 － - 0.6 0.6 ＜0.5 ＜0.5 1.0

七 戸 川

大 浦 橋 A 2 0.8 1.3 0.9 2.1 0.8
○ 上 野 A 2 0.9 1.0 0.8 1.2 0.7

作 田 川 水 道 上 流 A 2 ＜0.5 0.5 ＜0.5 0.7 0.5
坪 川 立 石 沢 A 2 ＜0.5 ＜0.5 0.6 0.7 ＜0.5
　 〃 　 鉱 山 終 A 2 0.5 ＜0.5 0.6 0.5 ＜0.5
　 〃 　 天 間 ダ ム A 2 0.6 0.7 0.6 0.7 ＜0.5
　 〃 　 榎 林 橋 A 2 1.1 1.1 0.9 1.4 0.7
小坪川坪川流入前 A 2 0.5 ＜0.5 0.6 1.1 ＜0.5
赤 川 赤 川 橋 A 2 1.3 2.3 1.6 2.1 1.8

土 場 川 ○ 鳥 口 橋 A 2 0.7 0.5 0.5 2.2 0.7
砂 土 路 川 ○ 砂 土 路 橋 A 2 0.8 0.9 1.4 0.8 0.6
姉 沼 川 ○ 姉 沼 橋 B 3 1.1 1.4 1.3 0.8 0.6

古 間 木 川
古 間 木 陸 橋 下 B 3 2.5 2.1 2.5 2.2 2.9

○ 第 二 境 橋 B 3 1.5 1.5 2.1 2.1 1.6

（注）○印：環境基準点
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　　ケ　新井田川河口水域河川

　　　�　新井田川、馬淵川、奥入瀬川等６河川19地点に

おいて調査を実施しました｡

　　　�　ＢＯＤの経年変化の状況は表２－３－41のとお

りで、類型指定されている９水域のうち８水域で

環境基準を達成しましたが、新井田川では環境基

準非達成でした。

　②　湖　　　沼

　　�　十和田湖、小川原湖等９湖沼23地点において調査

を実施しました｡

　　�　主要地点のＣＯＤの経年変化は表２－３－42のと

おりで、類型指定されている５水域のうち３水域で

環境基準非達成でした。

　　�　また、世増ダム貯水池については、全窒素及び全

燐に係る環境基準の水域類型を指定していますが、

いずれも環境基準非達成でした。

　③　海　　　域

　　�　陸奥湾、八戸前面海域等８海域58地点において調

査を実施しました。

　　�　ＣＯＤの経年変化の状況は表２－３－43のとおり

で、類型指定されている28水域のうち26水域で環境

基準を達成しましたが、日本海岸地先海域及び河口

海域（甲）で環境基準非達成でした。

　　�　また、陸奥湾については、全窒素及び全燐の環境

基準の類型指定がなされており、その経年変化の状

況は表２－３－44のとおりであり、両項目とも環 

境基準を達成しました。

表２－３－41　新井田川河口水域河川におけるＢＯＤ（75％値）の経年変化

（単位：㎎/L）

水域名 測定地点名
環境基準

類　　型
基準値

年　　　度

R2 R3 R4 R5 R6

奥 入 瀬 川

○ 馬 門 橋 AA 1 0.5 0.7 0.5 0.7 0.8
○ 十 和 田 橋 A 2 0.6 ＜0.5 ＜0.5 0.7 ＜0.5

御 幸 橋 A 2 1.0 0.5 0.5 0.8 0.7
○ 幸 運 橋 A 2 1.4 1.0 1.4 1.0 1.1
○ 開 運 橋 B 3 1.0 1.0 1.4 1.0 1.0

五 戸 川
○ 戌 橋 A 2 0.8 0.7 0.7 1.2 0.6
○ 尻 引 橋 B 3 1.3 1.7 1.2 1.8 2.3

馬 淵 川

梅 泉 橋 A 2 1.0 0.9 0.5 0.7 0.7
○ 名 久 井 橋 A 2 1.3 0.8 0.8 1.1 0.8
○ 櫛 引 橋 A 2 0.8 0.8 1.0 0.8 1.0
○ 尻 内 橋 B 3 0.7 0.7 0.7 0.7 1.0

大 橋 B 3 0.8 0.9 0.7 1.0 1.2
熊 原 川 留 ヶ 崎 橋 － - 0.9 0.7 0.5 0.9 0.8
浅 水 川 な か の 橋 － - 1.7 2.3 2.1 2.2 3.5

新 井 田 川

鷹 ノ 巣 橋 A 2 1.5 2.3 1.3 1.6 1.4
○ 長 館 橋 A 2 1.3 1.9 1.2 1.8 2.4

新 井 田 橋 B 3 1.1 1.6 1.1 1.6 1.3
○ 塩 入 橋 B 3 1.3 1.5 0.8 1.8 2.0
○ 湊 橋 B 3 1.2 1.7 1.2 2.0 2.3

（注）○印：環境基準点

表２－３－42　湖沼におけるＣＯＤ（75％値）の経年変化

（単位：㎎/L）

水域名 測定地点名
環境基準

類　　型
基準値

年　　　度

R2 R3 R4 R5 R6

市 柳 沼 中央（St.２）　　 － - 12 19 28 24 13
田 面 木 沼 中央（St.３）　　 － - 10 11 12 15 14

小 川 原 湖

○ 姉 沼 川 前 面 C A 3 3.8 5.3 6.4 11 13
○ 中 央 G A 3 14 24 35 27 32
○ 総 合 観 測 所 H A 3 4.1 11 19 16 24

姉 沼 （ 中 央 ） A 3 6.2 11 9.2 10 16
内 沼 （ 中 央 ） A 3 10 10 14 9.9 9.7

十 和 田 湖
○ 中 央 （ S t . ５ ） AA 1 1.4 1.8 1.7 1.7 1.4
○ 子ノ口前面（St.９） AA 1 1.4 1.7 1.7 1.7 1.6

浅瀬石川ダム貯水池 ○ ダ ム サ イ ト A 3 2.6 3.2 3.3 3.8 2.6
世増ダム貯水池 ○ ダ ム サ イ ト A 3 3.3 2.6 3.1 3.3 3.1
津軽ダム貯水池 ○ ダ ム サ イ ト A 3 ― ― 5.4 2.8 2.4

（注）○印：環境基準点
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表２－３－43　海域におけるＣＯＤ（75％値）の経年変化

（単位：㎎/L）

水域名 測定地点名
環境基準
類　　型

基準値
年　　　度

R2 R3 R4 R5 R6

日 本 海 岸
地 先 海 域

○ 深 浦 港 中 央 B 3 1.6 1.5 1.6 1.7 2.0

○ 屏 風 岩 １ ㎞ 沖 A 2 1.5 1.2 1.2 1.3 1.3

○ 十 三 湖 １ ㎞ 沖 A 2 1.9 2.3 2.1 1.8 2.7

○ 鯵 ヶ 沢 １ ㎞ 沖 A 2 1.5 1.2 1.3 1.4 1.6

○ 追 良 瀬 １ ㎞ 沖 A 2 1.5 1.4 1.3 1.1 1.5

○ 岩 崎 １ ㎞ 沖 A 2 1.4 1.4 1.4 1.2 2.0

津 軽 半 島
北 側 海 域

○ 袰 月 １ ㎞ 沖 A 2 1.3 1.2 0.9 1.1 1.4

○ 今 別 １ ㎞ 沖 A 2 1.4 1.3 1.1 1.2 1.3

陸 奥 湾

○ 青森港（西）�（St.1） C 8 2.1 1.8 1.6 1.6 1.3

○ 青森港（東）�（St.2） C 8 1.9 1.8 1.5 1.6 1.1

○ 堤川１㎞沖�（St.3） B 3 2.2 2.2 1.5 1.6 1.3

○ 青森湾中央�（St.4） A 2 1.5 1.4 1.1 1.3 1.4

○ 蟹田沖�（St.5） A 2 1.4 1.3 1.1 1.3 1.4

○ 平舘沖�（St.5） A 2 1.4 1.1 0.9 1.3 1.6

○ 小湊港中央�（St.7） B 3 2.0 1.7 1.2 1.7 2.0

○ 野辺地港中央�（St.10） B 3 1.7 1.5 1.0 1.5 2.0

○
大湊港�（St.15）
（田名部川河口）

C 8 2.0 1.9 1.5 1.5 2.1

○ 大湊港�（芦崎）（St.14） B 3 2.0 1.9 1.8 1.8 2.2

○ 川内港中央�（St.9） B 3 2.0 1.6 1.2 1.5 2.1

○ 陸奥湾中央�（St.8） A 2 1.4 1.2 1.0 1.2 1.6

○ 野辺地湾中央�（St.11） A 2 1.5 1.2 1.0 1.5 1.6

○ 横浜沖�（St.12） A 2 1.6 1.2 1.2 1.3 1.5

○ 大湊湾中央�（St.13） A 2 1.6 1.4 1.2 1.3 1.7

下 北 半 島
西 側 海 域

○ 大 間 港 中 央 B 3 1.4 1.2 1.1 1.1 1.1

○ 大 間 １ ㎞ 沖 A 2 1.0 1.0 1.0 0.9 1.2

○ 福 浦 １ ㎞ 沖 A 2 1.2 1.0 1.4 1.1 1.1

下 北 半 島
北 側 海 域

○ 尻 屋 岬 港 中 央 B 3 1.0 1.2 1.0 1.1 1.1

○ 尻 屋 １ ㎞ 沖 A 2 0.7 1.1 1.0 0.9 1.1

○ 大 畑 １ ㎞ 沖 A 2 1.0 1.2 1.4 0.8 1.1

○ 易 国 間 １ ㎞ 沖 A 2 0.9 1.0 1.1 0.8 1.1

東 通 り 海 域

○ Ｄ ― ２ A 2 1.0 0.9 1.0 0.9 1.3

二 川 目 １ ㎞ 沖 A 2 1.0 1.0 1.0 1.1 1.5

○ 四 川 目 １ ㎞ 沖 A 2 1.1 1.0 1.1 1.1 1.4

○ 砂 ケ 森 １ ㎞ 沖 A 2 1.1 1.2 1.3 1.2 1.1

Ｆ － １ A 2 1.0 0.9 1.0 1.5 1.4

○ 白 糠 １ ㎞ 沖 A 2 1.1 1.1 1.2 1.0 1.2

○ 小 田 野 沢 １ ㎞ 沖 A 2 1.0 1.2 1.1 1.1 1.2

むつ小川原港（１） C 8 6.7 7.7 8.0 7.5 8.6 

○ むつ小川原港（１） C 8 1.4 1.2 1.5 1.0 1.7 

○ むつ小川原港（２） C 8 3.7 3.3 2.9 3.2 4.0 

○ むつ小川原港(３)(Ｃ－1.5) B 3 0.9 0.9 0.9 0.9 1.1 

○ むつ小川原港(３)(Ｄ－0.5) B 3 1.0 1.0 1.0 1.5 1.4 

八戸前面海域

○ 第一工業港･１�(St.１) C 8 2.6 2.8 3.4 5.2 3.5

○ 第一工業港･２�(St.２) C 8 3.1 3.8 5.9 6.7 3.5

○ 第二工業港･１�(St.８) C 8 2.2 1.8 2.4 2.5 3.0

○ 第二工業港･２�(St.７) C 8 2.2 2.2 2.5 2.9 2.9

○ 第三工業港� (St.６) C 8 2.1 2.4 2.0 2.7 2.3

○ 海域(甲)・１�(St.３) B 3 2.9 2.4 3.0 5.1 3.3

○ 海域(甲)・２�(St.５) B 3 2.7 2.4 2.7 3.7 3.0

○ 海域(甲)・３�(St.４) B 3 2.5 2.4 2.3 3.2 2.9

海域(甲)・４�(St.15) B 3 2.7 2.5 2.9 3.9 2.9

○ 海域(乙)・１�(St.13) B 3 1.3 2.1 2.6 2.3 2.2

○ 海域(乙)・２�(St.９) B 3 1.6 1.8 3.6 2.2 2.6

○ 海域(乙)・３�(St.10) B 3 1.8 1.7 2.2 1.9 2.0

○ 海域(丙)・１�(St.12) A 2 0.8 1.5 1.8 2.0 1.5

○ 海域(丙)・２�(St.11) A 2 1.6 1.8 1.8 2.0 1.9

南 浜 海 域
○ 小 舟 渡 平 １ ㎞ 沖 A 2 0.6 0.9 1.3 1.8 1.2 

○ 種 差 １ ㎞ 沖 A 2 0.7 0.6 1.6 1.7 1.8 

（注）○印：環境基準点
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⑶　地下水質の現況

　�　トリクロロエチレン等の有害物質による地下水質の

汚染の状況を監視するため、平成元年度から測定計画

を定めて水質調査を実施しています。

　�　令和６年度は、県、青森市、八戸市が、３市８町１

村の19本の井戸について概況調査を、２市３町の19本

の井戸について汚染井戸周辺地区調査を、10市13町２

村の103本の井戸について継続監視調査を実施しまし

た（資料編表18）。

　①　概況調査

　　�　19本の井戸について調査を実施したところ、１本

の井戸から環境基準値を超えるふっ素及びほう素が

検出されました。

　②　汚染井戸周辺地区調査

　　�　砒素について、青森市浪岡杉沢・浪岡五本松地区

の２本、むつ市川内町の２本、藤崎町福館地区の２

本、鶴田町廻堰地区の６本、東北町横志多・鶴ケ

崎・大久保地区の７本の計19本の井戸を調査したと

ころ、10本の井戸で検出されましたが、環境基準値

を下回っていました。

　③　継続監視調査

　　ア　鉛

　　　�　八戸市根城地区の２本、平内町清水川地区の２

本、蓬田村郷沢地区の１本、深浦町驫木・追良瀬

地区の３本、大鰐町宿川原地区の１本、南部町下

名久井地区の１本の計10本の井戸を調査したとこ

ろ、４本の井戸で検出されましたが環境基準値を

下回っていました。

　　イ　砒素

　　　�　青森市野内・新町・牛館・問屋町・新町野・浪

岡徳才子・浪岡北中野地区の８本、八戸市田面木

地区の１本、黒石市下山形地区の３本、三沢市三

沢地区の１本、むつ市田名部・本町・柳町地区の

４本、蓬田村郷沢地区の２本、藤崎町榊・水木・

増館地区の６本、田舎館村畑中地区の１本、板柳

町辻地区の１本、野辺地町中屋敷・久田地区の３

本、五戸町川原町・扇田地区の４本、南部町小向

地区の３本の計37本の井戸を調査したところ、36

本の井戸で検出され、うち９本の井戸で環境基準

値を超えていました。

　　ウ　硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素

　　　�　八戸市市川町・鮫町・妙・上野・櫛引・八幡・

豊崎町・内丸・湊町・新井田地区の17本、十和田

市大沢田地区の３本、三沢市桜町地区の１本、平

川市金屋地区の１本、野辺地町浜掛地区の１本、

六戸町折茂地区の５本、東北町乙部地区の１本、

おいらせ町豊原地区の１本、五戸町天満後・上市

川・鍜冶屋窪地区の４本、田子町田子地区の１

本、南部町下名久井地区の１本の計36本の井戸を

調査したところ、全ての井戸で検出され、うち12

本の井戸で環境基準値を超えていました。

　　エ　ふっ素

　　　�　弘前市五代・神田地区の２本、八戸市石堂地区

の１本、五所川原市一ツ谷・鎌谷町・錦町・大町

地区の５本、つがる市木造千代町・木造曙・木造

清水・木造森山・柏桑野木田地区の５本、藤崎町

藤崎地区の２本、大鰐町長峰地区の１本、東北町

上北南地区の１本、大間町大間地区の１本の計18

本の井戸を調査したところ、全ての井戸で検出さ

れ、うち15本の井戸で環境基準値を超えていまし

た。

　　オ　ほう素

　　　�　八戸市築港街・田面木地区の２本、五所川原市

中平井町・大町・一ツ谷地区の４本の計６本の井

戸を調査したところ、全ての井戸で検出され、う

ち２本の井戸で環境基準値を超えていました。

表２－３－44　陸奥湾における全窒素及び全燐の経年変化

（単位：㎎/L）

項　目 測定地点名
環境基準

類　　型
基準値

年　　　度

R2 R3 R4 R5 R6

全 窒 素 湾内15環境基準点 Ⅰ 0.2 0.14 0.15 0.13 0.14 0.15

全 燐 湾内15環境基準点 Ⅰ 0.02 0.012 0.017 0.009 0.009 0.011

（注）全ての基準点の平均値により評価する。
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⑷　水浴場の水質の現況

　�　水浴場の水質保全対策の一環として、令和６年度

は、年間の遊泳人口が概ね１万人以上（湖水浴場は概

ね５千人以上）又は市町村が利用実態に基づき調査が

必要と認めた20水浴場（県実施16水浴場、青森市実施

２水浴場、八戸市実施２水浴場）について水質調査を

実施し、各水浴場とも『適』又は『可』と判定されま

した（資料編表21及び表22）。

　�　また、一部水浴場を対象に、病原性大腸菌Ｏ157の

調査を実施した結果、いずれの水浴場においても検出

されませんでした。

　�　環境省は、平成10年３月に水質が良好で快適な水浴

場が広く普及することを目的に、「日本の水浴場55

選」という顕彰制度を設け、全国の水浴場の中から

「水質・自然環境・景観」、「コミュニティ・クリー

ン」、「安全性」、「利便性」等の基準に照らして、

特に優れた55水浴場を選定しました。本県からは、深

浦町の「千畳敷」が選定されました。

　�　同様に、平成13年３月には、平成13年選定「日本の

水浴場88選」として深浦町の「岡崎海岸」が選定され

ました。

　�　また、平成18年５月には、「美しい」、「清ら

か」、「安らげる」、「優しい」、「豊か」という新

たな評価軸に基づき、人々が水に直接触れることがで

きる個性ある水辺を選定した「快水浴場百選」に「八

戸市白浜海水浴場」が選ばれました（資料編表23）。
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11　水質汚濁防止対策

⑴　環境基準の水域類型指定

　�　県内の主要公共用水域については、昭和46年５月に

新井田川河口水域について公害対策基本法第９条に基

づく環境基準の水域類型指定をして以来、順次、類

型指定を行ってきました。令和６年３月31日現在、 

ｐＨ、ＢＯＤ（ＣＯＤ）等については42河川、５湖

沼、８海域で、全窒素・全燐については１湖沼、１海

域で、全亜鉛・ノニルフェノール・ＬＡＳについては

41河川、５湖沼で、それぞれ類型指定しています（資

料編表11）。

⑵　規制指導

　①　上乗せ排水基準

　　�　新井田川河口水域（新井田川、馬淵川、五戸川、

相坂川（奥入瀬川）、十和田湖、八戸前面海域）に

ついては、新井田川下流部を中心に汚濁の程度が著

しく、総理府令で定める排水基準では水質汚濁防止

上不十分と考えられるため、昭和48年３月に水質汚

濁防止法第３条第３項の規定に基づく「上乗せ条

例」を制定しました。

　　�　また、昭和52年１月には、水産食料品製造業など

汚濁寄与率の高い業種について排水基準を強化しま

した。

　②　排出水の監視

　　�　県、青森市及び八戸市は、水質汚濁防止法に基づ

く特定事業場及び青森県公害防止条例に基づく汚水

関係工場等からの排出水について、監視を行ってい

ます。

　　�　令和７年３月31日現在の水質汚濁防止法に基づく

特定事業場は4,559事業場（うち青森市539事業場、

八戸市331事業場）で、このうち、排水規制の対象

となる日平均排水量が50㎥以上の事業場及び有害

物質を含有する可能性のある水を排出する事業場

は、 461事業場（うち青森市80事業場、八戸市65事

業場）となっています。

　　�　また、青森県公害防止条例に基づく汚水関係工場

等は31事業場（うち青森市６事業場、八戸市９事業

場）で、このうち、排水規制の対象となる日平均排

水量が50㎥以上の事業場及び有害物質を含有する可

能性のある水を排出する事業場は、16事業場（うち

青森市３事業場、八戸市５事業場）となっています

（資料編表25）。

　　�　また、令和６年度における届出書の受理件数は、

水質汚濁防止法に基づくものが199件（うち青森市 

21件、八戸市28件）、青森県公害防止条例に基づく

ものが12件でした（資料編表26）。

　　�　特定事業場に対しては、延べ302件（うち青森市

31件、八戸市91件）の立入検査を行いました。その

うち、排出水の適合状況を監視したところ、10事業

場（うち青森市５事業場、八戸市１事業場）が排水

基準に不適合でした（資料編表27）。

　　�　排水基準不適合事業場は、水産食料品製造業及び

し尿処理施設に多く、不適合の原因は汚水処理施設

の維持管理が不十分だったものが大部分となってい

ます。

　　�　これらの不適合事業場に対しては、常時排水基準

を遵守するよう改善指導を行い、原因究明及び改善

対策について報告させ、対策実施後の改善を確認し

ました。

⑶　公共用水域の水質監視

　�　県内の公共用水域の水質汚濁の状況を把握するた

め、水質汚濁防止法第16条の規定に基づいて、毎年度

水質測定計画を作成し、この計画により河川、湖沼、

海域の水質の常時監視を実施しています。

　�　令和６年度は、岩木川、新井田川、十和田湖、陸奥

湾等の河川、湖沼、海域の総計196地点において、水

質、底質及び河川流量等の調査を実施しました。

　�　調査対象水域は、これまでと同様、上水道、かんが

い、水産業などの利水上重要な水域、むつ小川原開発

関連水域、休廃止鉱山関連水域及び都市汚濁型河川を

主体に選定し、監視を継続実施しました。

⑷　地下水の水質監視

　�　地下水の水質汚濁の状況を把握するため、「地下水

質測定計画」に基づき、県内全域を対象に地下水質の

常時監視を実施しています。

　�　令和６年度は、141本の井戸（概況調査19本、汚染

井戸周辺地区調査19本、継続監視調査103本）につい

て実施しており、地下水質のほか井戸の形態、使用目

的、深度等を調査しました。
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⑸　生活排水対策

　①　生活排水対策重点地域指定

　　�　平成５年12月15日に八戸市の新井田川河口水域を

水質汚濁防止法に基づく「生活排水対策重点地域」

に指定し、八戸市新井田川河口水域生活排水対策推

進計画の策定に対し、平成６年度に国1/3、県1/3の

補助を行いました（表２－３－45）。

　　�　また、平成９年１月29日には、三沢市の古間木川

流域についても「生活排水対策重点地域」に指定

し、平成９年度に同様の補助を行いました（表２－

３－46）。今後も、生活排水による汚濁が著しい水

域については、関係市町村の意向を踏まえ生活排水

対策重点地域の指定を行っていきます。

　②　生活排水対策県民啓発事業

　　�　生活排水対策として、啓発用チラシ「Let’s 生活

排水対策」を関係機関等へ配布しています。

　　�　また、令和６年度は、県内３か所において住民等

を対象に生活排水対策講習会を実施しました。

　　�　今後も、講習会の開催やチラシの配布等により対

策の推進を図ります。

重点地域
名 称

新井田川河口水域生活排水対策重点地域

指 定
年 月 日

平成５年12月15日

重点地域
の 範 囲

八戸市の区域のうち次の図に表示した地域（下水
道法第２条第８号に規定する処理区域を除く）

指定理由

・�河口部の海域が環境基準非達成であり、流入水
路の汚濁が著しい｡

・�生活系排水が最大の汚濁源である｡
・�当面、下水道の整備が見込めない区域が多い｡
・�各種プロジェクト事業の推進に伴う人口増により、
新井田川が環境基準非達成となるおそれがある｡

・�主要な観光地、公園等の整備が進められてい
る。

・�鮭のふ化放流事業が最も盛んな水域である｡

重点地域図

資料：県環境政策課

表２－３－45　�新井田川河口水域生活排水対策重点地

域の概要

重点地域
名 称

古間木川流域生活排水対策重点地域

指 定
年 月 日

平成９年１月29日

重点地域
の 範 囲

三沢市の区域のうち次の図に表示した地域

指定理由

・�市民の親水的な空間を持つ公共用水域であり、
極めて水質の汚濁が著しい｡

・�人口の増加が見込まれ、今後生活系負荷量が増
加し、さらに水質の汚濁が進行するおそれがあ
る｡

・極めて有機性汚濁の著しい水域である｡
・生活系負荷量が最大の汚濁源となっている｡
・当面、公共下水道の整備が見込まれない｡
・�他の公共用水域に対し、影響を与えるおそれが
ある｡

重点地域図

資料：県環境政策課

表２－３－46　�古間木川流域生活排水対策重点地域の

概要
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⑹　ゴルフ場対策

　�　「青森県ゴルフ場における農薬の適正使用等に関す

る要綱」に基づき、ゴルフ場事業者は農薬使用管理責

任者を選任するとともに、排出水中の測定結果、農薬

の使用実績や翌年度の農薬使用計画等を県に報告する

ことになっています。

　�　また、県は、必要があるときはゴルフ場に立ち入

り、排水等の調査を行います。

　�　なお、要綱で定める規模に該当するゴルフ場の位置

図及び関連河川は、図２－３－12のとおりです。

12　下水道等の整備

　下水道は、健康的で快適な生活環境の確保と公共用水

域の水質保全を図るために必要な基盤施設となっていま

す。令和６年度において県内では、32市町村（10市17町

５村）で公共下水道事業が実施され、また、県が行う下

水道事業として、岩木川・馬淵川流域下水道事業及び十

和田湖特定環境保全公共下水道事業を実施しています。

　さらに、住民の下水道に対する要望が多いことから、

県では町村に対し、平成４年度から「町村下水道事業緊

急整備促進費県補助」制度を実施、平成８年度からは

「町村下水道緊急対策事業費補助」制度に改定し県費補

助することにより、町村下水道事業の普及促進を図って

います。

　農村地域においては、農業用水の水質保全及び農村の

生活環境の改善を図り、併せて、公共用水域の水質保全

に寄与するため、令和６年度末で、26市町村（９市13町

４村）で150地区の農業集落排水事業（うち過疎地域の

旧４村、８地区が県営事業）を実施しており、123処理

区で供用されています。今後とも、農村地域の汚水処理

整備水準の向上を図るため、施設の新設や更新を着実に

推進することとしています。

　また、漁村地域においては、漁業用排水の適正処理

と、その背後集落における生活環境の改善を図り、併せ

て、公共用水域の水質保全に寄与するため、これまで８

市町村（２市４町２村）で19地区の漁業集落排水施設を

整備しており、現在すべてで供用を開始しています。

　このほか、下水道等が整備されない地域の生活雑排水

対策を目的として、市町村が実施する浄化槽設置整備事

業に対する補助を実施しており、令和６年度は24市町村

で280基を整備しています。

図２－３－12　ゴルフ場の位置図及び関連河川

No. ゴルフ場名 市町村

① 津軽カントリークラブ百沢コース 弘前市

② びわの平ゴルフ倶楽部 平川市

③ 津軽高原ゴルフ場 平川市

④ 青森ロイヤルゴルフクラブ 大鰐町

⑤ 青森カントリー倶楽部 青森市

⑥ 夏泊ゴルフリンクス 平内町

⑦ 十和田湖高原ゴルフクラブ 十和田市

⑧ 十和田国際カントリークラブ 六戸町

⑨ 八戸ゴルフ倶楽部 八戸市

⑩ 八戸カントリークラブ 階上町

⑪ 東奥カントリークラブ 青森市

⑫ 青森スプリング・ゴルフクラブ 鰺ヶ沢町

⑬ みちのく国際ゴルフ倶楽部 十和田市

資料：県環境政策課� 令和７年３月31日現在
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13　下水道対策

　本県の下水道における総人口当たりの普及率は令和６

年度末で64.2％で、全国の普及率81.8％を下回っている

状況が続いています。

　公共下水道については、40市町村のうち、令和６年度

で、32市町村（10市17町５村）が事業を実施しています。

　このほか県事業として、昭和55年より湖沼等の自然環

境の保全を目的とした十和田湖特定環境保全公共下水道

事業を実施し、平成３年４月１日に供用開始しています。

　また、「過疎地域自立促進特別措置法」に基づき、平

成５年度の新郷村をはじめとして、五所川原市（旧市浦

村）、十和田市（旧十和田湖町）、むつ市（旧脇野沢

村、旧川内町）、つがる市（旧車力村）、平川市（旧

碇ヶ関村）、外ヶ浜町（旧平舘村、旧三厩村）、深浦町

（旧岩崎村）、佐井村の９市町村11処理区において県代

行事業により特定環境保全公共下水道事業を実施（平成

19年度で全処理区で供用開始し、平成20年度で県代行事

業を完了）し、過疎地域を支援しています。

　流域下水道については、昭和54年度に弘前市ほか５市

町村（黒石市、藤崎町、旧尾上町、旧平賀町、田舎館

村）を対象に岩木川流域下水道事業に着手し、平成２年

度には５町村（旧浪岡町、旧岩木町、大鰐町、旧常盤

村、板柳町）を追加し、市町村合併を経て、現在、対象

８市町村（青森市、弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、

大鰐町、田舎館村、板柳町）すべてで供用を開始してい

るほか、馬淵川流域下水道は、昭和56年度に４市町（八

戸市、旧百石町、旧下田町、六戸町）で事業着手し、平

成７年度には五戸町を追加し、市町村合併を経て、現在

４市町（八戸市、六戸町、おいらせ町、五戸町）すべて

で供用を開始しています。

　また、河川、湖沼、海域等の公共用水域の水質環境基

準を達成維持するために下水道整備を最も効果的に実施

するための基本計画である流域別下水道整備総合計画に

ついては、岩木川水域、新井田川河口水域、陸奥湾水域

及び高瀬川水域の４水域について計画を策定し、順次見

直しを行ってきています。

　更に、平成９年度には、各種汚水処理施設の整備を効

率的、効果的に推進するため各事業ごとの整備区域、手

法、スケジュール等をまとめた青森県汚水処理施設整備

構想を策定しており、平成15年度、平成23年度、平成28

年度及び令和５年度には、社会情勢の変化等に対応して

本構想の見直しを行いました。

⑴　公共下水道の整備

　�　令和７年３月31日現在で公共下水道事業及び特定環

境保全公共下水道事業を実施しているのは、10市17町

５村であり、その概要は表２－３－47のとおりです。

⑵　流域下水道の整備

　�　流域下水道は、水域内の総合的な水質汚濁防止対策

を策定する流域別下水道整備総合計画を上位計画と

し、２市町村以上を対象とした終末処理場を持つ下水

道システムです。

　�　県が事業主体となって、終末処理場、幹線管渠及び

ポンプ場を整備し、それに接続する部分については関

連公共下水道として市町村が事業主体となります。

　①　岩木川流域下水道の整備

　　�　流域の生活環境の改善を図り、水域の水質を保全

するため、弘前市周辺の４市３町１村を対象に事業

を行うものです。

　　�　全体計画は約1,050億円（処理場約662億円、管渠

とポンプ場約388億円）の事業費を投入して昭和54

年度から令和17年度までに190,480人の汚水処理を

行うこととしています。第１期は終末処理場の建設

とこれに見合う管渠の敷設を完了し、昭和62年４月

より処理を開始しました。計画処理水量は、97,700

㎥/日最大となっています。（表２－３－48）。



80

第３章　安全・安心な生活環境の保全

　②　馬淵川流域下水道の整備

　　�　新井田川河口水域流域別下水道整備総合計画区域

内で、下水道の整備が急がれる八戸市（西部）、六

戸町、おいらせ町、五戸町の１市３町を対象に事業

を行うものです。全体計画は510億円（処理場約262

億円、管渠とポンプ場約248億円）の事業費を投入

して昭和56年度から事業に着手し、令和17年度まで

に59,200人の汚水処理を行うこととしています。

　　�　第１期は終末処理場の建設とこれに見合う管渠の

敷設を完了し、平成３年４月より処理を開始しまし

た。計画処理水量は、23,547㎥/日最大となってい

ます。（表２－３－49）。

表２－３－47　公共下水道事業の計画と現況

（令和７年３月31日現在）

表２－３－48　岩木川流域下水道事業の概要

対象市町村
青森市、弘前市、黒石市、平川市、藤崎町、
大鰐町、田舎館村、板柳町

事業区分 全体計画 事業計画

事業年度 昭和54～令和17年度 昭和54～令和7年度

計画処理面積 7,711ha 7,409ha

計画処理人口 190,480人 214,070人

計画処理水量 日最大89,200㎥/日 日最大97,700㎥/日

資料：県都市計画課

表２－３－49　馬淵川流域下水道事業の概要

対象市町村 八戸市、六戸町、おいらせ町、五戸町

事業区分 全体計画 事業計画

事業年度 昭和56～令和17年度 昭和56～令和13年度

計画処理面積 3,171ha 2,686ha

計画処理人口 59,200人 60,400人

計画処理水量 日最大26,283㎥/日 日最大23,547㎥/日

資料：県都市計画課

都　市　名

行政人口
(住基台帳)
(千人)

着工年度

全体計画 整備状況

供用開始
年度

備　　考処理面積 処理人口 整備面積 処理人口 普及率

R7.3.31 (ha) (千人) (ha) (千人) (％)

青 森 市 261.2 Ｓ27 6,526.7 211.9 4,455.5 214.2 82.0% Ｓ48.4 （公共・岩木川流域関連公共）

弘 前 市 158.0 Ｓ37 4,375.4 122.6 3,641.7 136.2 86.2% Ｓ48.6 （岩木川流域関連公共・特環）

八 戸 市 213.7 Ｓ31 4,972.6 161.0 4,000.4 151.3 70.8% Ｓ53.9 （公共・馬淵川流域関連公共）

黒 石 市 30.2 Ｓ55 705.0 16.5 623.0 17.7 58.4% Ｈ元.4 （岩木川流域関連公共）

五所川原市 49.5 Ｓ49 802.0 21.0 608.0 18.6 37.6% Ｓ59.4 （公共・特環）

十 和 田 市 57.0 Ｓ48 1,978.2 40.8 1,766.2 42.3 74.2% Ｓ55.8 （公共・特環・特環（県事業))

三 沢 市 36.9 Ｓ63 1,822.0 35.3 957.0 28.6 77.5% Ｈ 7.10 （公共）

む つ 市 51.0 Ｈ 6 1,739.0 31.1 556.1 11.5 22.5% Ｈ12.10 （公共・特環）

つ が る 市 28.5 Ｈ 3 505.8 10.2 458.1 8.8 30.9% Ｈ10.4 （公共・特環）

平 川 市 29.2 Ｓ57 982.7 17.7 917.3 23.5 80.4% Ｈ 2.10 （岩木川流域関連公共・特環）

平 内 町 9.7 Ｈ10 199.0 2.6 199.0 4.2 43.6% Ｈ18.4 （公共）

外 ヶ 浜 町 4.9 Ｈ 6 166.1 2.1 166.1 2.2 44.5% Ｈ17.4 （公共・特環）

鯵 ヶ 沢 町 8.4 Ｈ 7 158.0 1.7 153.4 2.8 33.6% Ｈ14.4 （公共）

深 浦 町 6.7 Ｈ10 56.7 0.8 56.7 0.8 11.6% Ｈ15.4 （特環）

藤 崎 町 14.2 Ｓ55 289.0 6.1 275.0 6.8 48.1% Ｓ62.4 （岩木川流域関連公共）

大 鰐 町 8.2 Ｈ 4 192.9 3.6 190.9 4.8 58.3% Ｈ11.4 （岩木川流域関連公共）

田 舎 館 村 7.2 Ｓ56 311.0 5.3 278.6 6.3 88.0% Ｓ63.4 （岩木川流域関連公共）

板 柳 町 12.1 Ｈ 2 428.0 6.2 378.4 7.6 62.9% Ｈ 9.4 （岩木川流域関連公共）

鶴 田 町 11.4 Ｈ 4 290.0 7.4 271.5 6.0 52.7% Ｈ11.4 （公共）

七 戸 町 13.9 Ｈ 7 386.2 3.4 386.2 4.9 35.5% Ｈ14.4 （公共・特環）

六 戸 町 10.5 Ｓ62 436.1 6.2 436.1 6.4 60.7% Ｈ 6.4 （馬淵川流域関連公共）

東 北 町 15.9 Ｈ 8 503.0 7.5 418.3 7.8 49.3% Ｈ14.3 （公共）

六 ヶ 所 村 9.6 Ｈ 8 621.2 10.1 498.7 8.4 87.2% Ｈ14.4 （公共・特環）

おいらせ町 25.0 Ｓ61 636.0 12.3 615.4 13.6 54.2% Ｈ 4.4 （馬淵川流域関連公共）

大 間 町 4.6 Ｈ 8 123.7 2.0 107.0 2.8 60.4% Ｈ16.4 （特環）

東 通 村 5.5 Ｈ10 75.3 0.9 75.3 0.7 11.9% Ｈ14.10 （特環）

佐 井 村 1.6 Ｈ10 36.0 1.3 36.0 1.0 61.5% Ｈ19.4 （特環）

三 戸 町 8.7 Ｈ17 336.0 6.3 124.4 2.4 27.3% Ｈ22.4 （公共）

五 戸 町 15.2 Ｈ 7 242.9 5.7 243.0 5.5 36.2% Ｈ13.4 （馬淵川流域関連公共）

南 部 町 16.0 Ｈ17 214.6 3.6 166.4 3.3 20.8% Ｈ23.4 （公共）(特環)

階 上 町 12.5 Ｈ11 476.0 7.9 147.6 3.6 28.6% Ｈ21.4 （公共）

新 郷 村 2.0 Ｈ5 77.0 1.0 77.0 1.1 52.1% Ｈ10.4 （特環）

県 計 1176.0 32市町村 30,664.1 771.7 23,294.1 755.4 64.2%

市 計 915.3 10市 24,409.4 668.1 17,983.3 652.6 71.3%

町 村 計 260.7 22町村 6,254.7 103.6 5,310.8 102.8 39.4%

※行政人口には下水道計画がない町村（今別町・蓬田村・西目屋村・中泊町・野辺地町・横浜町・風間浦村・田子町）の人口を含む。

※行政人口及び処理人口は四捨五入をおこなったため、合計が合わないことがある。

資料：県都市計画課
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⑶　農業集落排水の整備

　①　農業集落排水事業実施状況について

　　�　令和５年度末現在で農業集落排水事業を実施して

いるのは、９市13町４村で表２－３－50のとおりで

す。

※１　�八戸市の永福寺と豊崎、藤崎町の林崎と板柳町の飯田、弘前市の船沢と

弥生、西目屋村の杉ヶ沢と田代は１処理区

※２　�板柳中央地区と水元地区についてはそれぞれ１期事業と２期事業、十和

田市総合は１期事業～３期事業で実施

※３　既処理区の機能強化事業であり、集落数は追加集落数

資料：県農村整備課

表２－３－50　農業集落排水事業実施状況

（令和７年３月31日現在）
市町村名 地区名 集落数 着工年度 完了年度 供用年度 備考

青 森 市

牛 館 4 Ｈ４ Ｈ10 Ｈ７
諏 訪 沢 2 Ｈ５ Ｈ８ Ｈ９
高 田 1 Ｈ５ Ｈ９ Ｈ９
孫 内 1 Ｈ７ Ｈ11 Ｈ12
入 内 1 Ｈ８ Ｈ11 Ｈ12
野 沢 2 Ｈ８ Ｈ12 Ｈ13 旧青森市
細 越 1 Ｈ９ Ｈ14 Ｈ14
八 幡 林 2 Ｈ10 Ｈ14 Ｈ15
野 沢 5 Ｈ13 Ｈ18 Ｈ17 旧浪岡町
桑 原 2 Ｈ14 Ｈ18 Ｈ19

弘 前 市

紙 漉 沢 1 Ｓ61 Ｓ63 Ｈ元
一 丁 木 7 Ｓ63 Ｈ３ Ｈ２
八 幡 3 Ｈ元 Ｈ４ Ｈ３
新 岡 2 Ｈ２ Ｈ５ Ｈ５
藍 内 1 Ｈ３ Ｈ４ Ｈ４
東 目 屋 10 Ｈ５ Ｈ９ Ｈ８
大 久 保 1 Ｈ５ Ｈ７ Ｈ７
高 杉 7 Ｈ６ Ｈ11 Ｈ９
鳥 井 野 3 Ｈ７ Ｈ11 Ｈ９
船 沢 8 Ｈ９ Ｈ14 Ｈ13 ※１
一 丁 木 0 Ｈ10 Ｈ10 － ※３
新 和 鬼 楢 7 Ｈ12 Ｈ17 Ｈ16
新 法 師 2 Ｈ12 Ｈ15 Ｈ16
裾 野 新 和 北 7 Ｈ14 Ｈ22 Ｈ20
弥 生 3 Ｈ27 Ｈ30 Ｈ29 ※１

八 戸 市

市 野 沢 1 Ｈ３ Ｈ６ Ｈ５
一 日 市 2 Ｈ４ Ｈ７ Ｈ６
島 守 9 Ｈ６ Ｈ12 Ｈ12
永 福 寺 3 Ｈ７ Ｈ15 Ｈ10 ※１
豊 崎 1 Ｈ16 Ｈ18 Ｈ18 ※１

黒 石 市 大 川 原 2 Ｈ６ Ｈ８ Ｈ９

五 所 川 原 市
梅 田 1 Ｓ57 Ｓ63 Ｓ63
藻 川 1 Ｓ63 Ｈ７ Ｈ４
蒔 田 3 Ｈ11 Ｈ15 Ｈ13

十 和 田 市

切 田 5 Ｓ62 Ｈ２ Ｈ２
深 持 3 Ｈ３ Ｈ５ Ｈ６
段 新 川 口 3 Ｈ４ Ｈ５ Ｈ６
上 川 目 2 Ｈ４ Ｈ６ Ｈ７
中 掫 1 Ｈ５ Ｈ８ Ｈ９
赤 沼 2 Ｈ５ Ｈ９ Ｈ８
中 ノ 渡 3 Ｈ６ Ｈ８ Ｈ９
晴 山 2 Ｈ６ Ｈ11 Ｈ11
沢 田 8 Ｈ７ Ｈ14 Ｈ13
小 沢 口 2 Ｈ８ Ｈ12 Ｈ12
六 日 町 2 Ｈ８ Ｈ13 Ｈ12
切 田 0 Ｈ９ Ｈ９ － ※３
洞 内 5 Ｈ12 Ｈ16 Ｈ15
法 量 4 Ｈ13 Ｈ17 Ｈ17
藤 島 2 Ｈ17 Ｈ20 Ｈ20
立 崎 1 Ｈ18 Ｈ21 Ｈ22
深 持 0 Ｈ22 Ｈ22 － ※３
十和田市総合 0 Ｈ28 Ｒ3 － ※３

三 沢 市

三 沢 西 部 8 Ｈ９ Ｈ13 Ｈ12
三 沢 東 部 5 Ｈ13 Ｈ20 Ｈ18
三 沢 南 部 2 Ｈ20 Ｈ24 Ｈ25
三 沢 西 部 0 Ｈ23 Ｈ23 － ※３

つ が る 市

稲 垣 6 Ｓ55 Ｈ元 Ｓ61
玉 稲 6 Ｈ３ Ｈ６ Ｈ７
繁 穂 6 Ｈ３ Ｈ６ Ｈ７
再 賀 6 Ｈ４ Ｈ８ Ｈ８
車 力 1 Ｈ６ Ｈ９ Ｈ10
福 原 3 Ｈ６ Ｈ10 Ｈ11
下 繁 田 2 Ｈ７ Ｈ９ Ｈ10
下 車 力 1 Ｈ７ Ｈ９ Ｈ10
桑 野 木 田 7 Ｈ８ Ｈ14 Ｈ12
稲 垣 2 Ｈ９ Ｈ13 Ｈ12 ※３
牛 潟 2 Ｈ10 Ｈ14 Ｈ14
越 水 7 Ｈ13 Ｈ18 Ｈ17
再 賀 0 Ｈ26 Ｈ26 － ※３
桑 野 木 田 0 Ｒ元 Ｒ2 － ※３

市 町 村 名 地 区 名 集落数 着工年度 完了年度 供用年度 備考

平 川 市

館 田 4 Ｈ２ Ｈ５ Ｈ５
日 沼 2 Ｈ４ Ｈ７ Ｈ７
大 坊 4 Ｈ５ Ｈ９ Ｈ９
久 吉 1 Ｈ６ Ｈ９ Ｈ９
古 懸 1 Ｈ８ Ｈ10 Ｈ11
松 崎 5 Ｈ９ Ｈ13 Ｈ13
広 船 1 Ｈ10 Ｈ13 Ｈ14
館 田 0 Ｈ16 Ｈ16 － ※３
平 川 市 総 合 0 Ｒ元 Ｒ4 － ※３

平 内 町

薬 師 野 2 Ｈ５ Ｈ７ Ｈ８
外 童 子 1 Ｈ５ Ｈ７ Ｈ８
内 童 子 2 Ｈ８ Ｈ10 Ｈ11
西 平 内 4 Ｈ11 Ｈ15 Ｈ16

鰺 ヶ 沢 町

長 平 1 Ｈ４ Ｈ６ Ｈ７
種 里 1 Ｈ７ Ｈ９ Ｈ10
中 村 3 Ｈ７ Ｈ９ Ｈ10
建 石 2 Ｈ10 Ｈ14 Ｈ15
南 浮 田 1 Ｈ10 Ｈ13 Ｈ14

西 目 屋 村

杉 ヶ 沢 1 Ｓ60 Ｓ61 Ｓ62 ※１
田 代 1 Ｓ60 Ｓ63 Ｈ２ ※１
大 白 2 Ｈ２ Ｈ５ Ｈ６
村 市 3 Ｈ６ Ｈ９ Ｈ10
長 面 1 Ｈ９ Ｈ10 Ｈ11
居 森 平 1 Ｈ10 Ｈ12 Ｈ14
田 代 0 Ｈ10 Ｈ12 － ※３
杉 ヶ 沢 0 Ｈ27 Ｈ28 － ※３

藤 崎 町

榊 2 Ｓ59 Ｓ63 Ｈ元
常 盤 2 Ｈ元 Ｈ４ Ｈ５
久 井 名 舘 1 Ｈ６ Ｈ７ Ｈ８
中 野 目 7 Ｈ７ Ｈ11 Ｈ10
水 木 2 Ｈ７ Ｈ11 Ｈ12
福 富 2 Ｈ10 Ｈ14 Ｈ15
中 島 3 Ｈ11 Ｈ15 Ｈ14
林 崎 1 Ｈ15 Ｈ18 Ｈ18 ※１

榊 0 Ｈ17 Ｈ18 － ※３
常 盤 0 Ｈ23 Ｈ24 － ※３

田 舎 館 村 豊 蒔 2 Ｈ４ Ｈ７ Ｈ７

板 柳 町
板 柳 東 部 9 Ｈ14 Ｈ19 Ｈ18
飯 田 1 Ｈ15 Ｈ19 Ｈ18 ※１
板 柳 中 央 7 Ｈ17 Ｈ25 Ｈ21 ※２

鶴 田 町

菖 蒲 川 1 Ｓ63 Ｈ２ Ｈ３
境 2 Ｈ５ Ｈ８ Ｈ９

梅 沢 4 Ｈ８ Ｈ13 Ｈ11
上 三 2 Ｈ15 Ｈ20 Ｈ19

水 元 10 Ｈ18 Ｒ5 Ｈ22
※２、一部

供用

中 泊 町 豊 岡 3 Ｈ６ Ｈ10 Ｈ９

七 戸 町
中 野 西 2 Ｈ11 Ｈ14 Ｈ15
四 ヶ 村 7 Ｈ14 Ｈ17 Ｈ18

六 戸 町

金 矢 1 Ｈ５ Ｈ８ Ｈ８
七 百 2 Ｈ６ Ｈ９ Ｈ９
岡 沼 1 Ｈ９ Ｈ12 Ｈ13
六 戸 0 Ｈ29 Ｈ30 － ※３

横 浜 町
百 目 木 1 Ｈ５ Ｈ８ Ｈ９
百 目 木 0 Ｈ28 Ｈ29 － ※３

東 北 町

甲 地 1 Ｈ４ Ｈ７ Ｈ８
千 曳 3 Ｈ９ Ｈ13 Ｈ13
菩 提 寺 1 Ｈ12 Ｈ15 Ｈ16
東 北 町 0 Ｈ29 Ｈ30 － ※３

お い ら せ 町
古 間 木 山 1 Ｈ７ Ｈ13 Ｈ12
おいらせ町北部 0 Ｒ３ Ｒ５ ※３

六 ケ 所 村

新 城 平 1 Ｈ４ Ｈ５ Ｈ６
二 又 1 Ｈ５ Ｈ７ Ｈ８
出 戸 1 Ｈ７ Ｈ９ Ｈ10
千 樽 1 Ｈ９ Ｈ10 Ｈ11
戸 鎖 2 Ｈ10 Ｈ13 Ｈ14

五 戸 町

中 市 浦 田 2 Ｓ54 Ｓ62 Ｓ61
石 沢 1 Ｈ５ Ｈ８ Ｈ７
又 重 7 Ｈ８ Ｈ12 Ｈ13
中 市 浦 田 0 Ｈ12 Ｈ13 － ※３
倉 石 東 部 6 Ｈ14 Ｈ17 Ｈ16
中市浦田・石沢 0 Ｈ25 Ｈ26 － ※３

南 部 町

苫 米 地 1 Ｈ６ Ｈ10 Ｈ10
下 名 久 井 3 Ｈ８ Ｈ13 Ｈ12
片 岸 1 Ｈ10 Ｈ12 Ｈ13
福 田 4 Ｈ14 Ｈ19 Ｈ20
上 名 久 井 3 Ｈ15 Ｈ20 Ｈ19

新 郷 村 西 越 2 Ｈ10 Ｈ13 Ｈ14
合計2 6市町村 １２３処理区 376
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　②　農業集落排水事業整備状況について

　　�　令和５年度末現在で農業集落排水事業の整備状況

は表２－３－51のとおりで、本県の農業集落排水施

設の普及率は7.8％です。

⑷　漁業集落排水の整備

　　令和６年度末現在で漁業集落排水施設を整備してい

るのは、２市４町２村で表２－３－52のとおりです。

表２－３－51　農業集落排水事業実施状況

（令和７年３月31日現在）

表２－３－52　漁業集落排水の整備状況

（令和７年３月31日現在）

（注１）普及率＝整備人口÷行政人口

（注２）青森県汚水処理施設整備構想（第５次Ｒ5.6）では、令和8年度末の農業集落排水整備率を8.6％とする計画

資料：県農村整備課

市町村名
行政人口

農業集落排水
整備人口

普及率

（人） （人） （％）
青 森 市 261,227 6,043 2.3
弘 前 市 157,987 18,164 11.5
八 戸 市 213,735 3,960 1.9
黒 石 市 30,232 95 0.3
五所川原市 49,482 1,685 3.4
十 和 田 市 56,998 6,295 11.0
三 沢 市 36,924 4,227 11.4
む つ 市 50,959 — — 
つ が る 市 28,528 11,348 39.8
平 川 市 29,188 5,236 17.9
平 内 町 9,673 1,357 14.0
今 別 町 2,067 — — 
蓬 田 村 2,406 — — 
外 ヶ 浜 町 4,925 — — 
鯵 ヶ 沢 町 8,396 1,352 16.1
深 浦 町 6,721 — — 
西 目 屋 村 1,192 1,192 100.0
藤 崎 町 14,209 6,808 47.9
大 鰐 町 8,165 — — 
田 舎 館 村 7,189 633 8.8

市町村名
行政人口

農業集落排水
整備人口

普及率

（人） （人） （％）
板 柳 町 12,109 3,897 32.2
鶴 田 町 11,388 5,088 44.7
中 泊 町 9,331 834 8.9
野 辺 地 町 11,742 — — 
七 戸 町 13,853 779 5.6
六 戸 町 10,495 1,428 13.6
横 浜 町 4,033 232 5.8
東 北 町 15,876 853 5.4
六 ケ 所 村 9,624 675 7.0
おいらせ町 25,031 2,216 8.9
大 間 町 4,596 — — 
東 通 村 5,496 — — 
風 間 浦 村 1,535 — — 
佐 井 村 1,593 — — 
三 戸 町 8,699 — — 
五 戸 町 15,151 2,089 13.8
田 子 町 4,683 — — 
南 部 町 16,037 5,533 34.5
階 上 町 12,467 — — 
新 郷 村 2,014 245 12.2
県 計 1,175,956 92,264 7.8

市町村名
行政人口
（人）

地区名
漁業集落排水
整備人口
(人)

供用開始
年度

普及率
（％）

深浦町 6,219

田野沢 276 Ｈ21

26.2
北金ヶ沢 1,042 Ｒ2

黒崎 154 Ｈ8

大間越 156 Ｈ9

五所川原市 47,499 十三 527 Ｈ11 1.1

中泊町 8,386 下前 508 Ｈ13 6.1

平内町 9,089

茂浦 311 Ｈ12

18.9東田沢・白砂 503 Ｈ16

清水川 902 Ｒ1

むつ市 48,761
九艘泊 49 Ｈ12

0.3
寄浪・蛸田 93 Ｈ18

佐井村 1,448

牛滝 84 Ｈ9

22.0
福浦 80 Ｈ13

長後 58 Ｈ14

磯谷 96 Ｈ17

東通村 5,230

尻屋 240 Ｈ13

46.1白糠 1,485 Ｈ17

小田野沢 685 Ｈ22

階上町 12,673 大蛇 746 Ｈ11 5.9

資料：県漁港漁場整備課
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14　し尿及び浄化槽汚泥処理の状況

　し尿及び浄化槽汚泥の処理は、ごみ処理とともに生活

環境保全を図る上で重要ですが、水洗便所の普及や化学

肥料の使用等により、農地に還元されなくなったことか

ら、その衛生的な処理が必要となります。

　し尿処理人口は表２－３－53のとおりで、令和５年度

における本県の水洗化率は88.8％となっており、下水道

等の普及が遅れているため、依然として全国値（令和５

年度で96.3％）と比べて低い状態にあります。

　令和５年度における排出量は、し尿が98,755kLで、浄

化槽汚泥が298,792kLの計397,547kLで、し尿排出量が減

少しています。

　また、処理状況の内訳は表２－３－54のとおりで、収

集されたし尿、浄化槽汚泥は、し尿処理施設で処理され

ています。

表２－３－53　し尿処理人口

表２－３－54　し尿処理の内容

H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度

計画処理区域内人口(総人口) (人) 1,295,328 1,278,713 1,263,133 1,246,157 1,229,378 1,209,237

水洗化人口 (人) 1,139,842 1,136,015 1,109,637 1,092,380 1,085,124 1,073,698

公共下水道人口 (人) 697,258 700,538 695,298 686,653 682,923 681,662

コミュニティプラント人口 (人) 3,467 3,324 0 0 0 0

浄化槽人口 (人) 439,117 432,153 414,339 405,727 402,201 392,036

うち､合併処理人口 (人) 197,043 193,060 194,314 221,250 223,797 222,499

非水洗化人口 (人) 155,486 142,698 153,496 153,777 144,254 135,539

計画収集人口 (人) 155,486 142,698 153,496 153,777 144,254 135,539

自家処理人口 (人) 0 0 0 0 0 0

水洗化率 (％) 88.0 88.8 87.8 87.7 88.3 88.8

　※�「うち合併処理人口」には、合併処理浄化槽人口、農業集落・漁業集落排水処理施設人口を含む。

　※水洗化率（％）＝水洗化人口÷計画処理区域内人口×100

　※人口には、外国人人口を含んでいる。

　資料：県資源循環推進課

H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度

収集(排出)量 (kL) 422,243 417,089 413,243 407,223 403,727 397,547

し尿 (kL) 125,714 118,492 114,499 108,855 106,029 98,755

浄化槽汚泥 (kL) 296,529 298,597 298,744 298,368 297,698 298,792

処理量 (kL) 422,243 417,089 413,243 407,223 403,727 397,547

し尿処理施設 (kL) 422,243 417,089 413,243 407,223 403,727 397,547

メタン化施設 (kL) 0 0 0 0 0 0

下水道投入 (kL) 0 0 0 0 0 0

海洋投入 (kL) 0 0 0 0 0 0

農地還元 (kL) 0 0 0 0 0 0

その他 (kL) 0 0 0 0 0 0

自家処理 (kL) 0 0 0 0 0 0

非水洗化人口 (人) 155,486 142,698 153,496 153,777 144,254 135,539

浄化槽人口 (人) 439,117 432,153 414,339 322,647 316,570 309,070

１人１日当たりし尿排出量 (L/人日) 2.22 2.27 2.04 1.94 2.01 1.99

１人１日当たり浄化槽汚泥排出量 (L/人日) 1.85 1.89 1.98 2.53 2.58 2.64

　※１人１日当たりし尿排出量＝し尿排出量×1,000÷非水洗化人口÷365又は366

　※１人１日当たり浄化槽汚泥排出量＝浄化槽汚泥排出量×1,000÷浄化槽人口÷365又は366

　資料：県資源循環推進課
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15　浄化槽整備の推進

　家庭からの生活排水の処理について、公共下水道など

の集合処理になじまない地域は、浄化槽の整備が進めら

れています。

　令和５年度末における浄化槽の設置基数は115,519基

となっています。

　浄化槽は、小規模（処理対象人員500人以下）のもの

が多く、特に家庭に設置されている施設の中には維持管

理が十分でないものも見受けられ、施設数の増加と相

まって、放流水による公共用水域の水質汚濁等の問題が

生じるおそれがあり、これを防止するために浄化槽の適

正な維持管理等の実施について指導を行っています。

　また、し尿と生活雑排水を併せて処理できる合併処理

浄化槽の普及推進を図っており、平成３年度にはこのた

めの県費補助制度を創設し、令和６年度には280基の整

備に対して助成を行いました。

16　浄化槽法定検査

　浄化槽管理者は、指定検査機関（一般社団法人青森県

浄化槽検査センター）が行う使用開始３か月経過後の検

査（第７条検査）及び年１回の定期検査（第11条検査）

を受けることが浄化槽法により義務付けられています。

　令和５年度の第７条検査の実施率は100％（受検件数

1,161件）、第11条検査の実施率は48.0％（受検件数

54,519件）となっています。今後も法定検査の受検率の

向上を図っていくこととしています。
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第３節　身近な生活環境の保全

１　騒音・振動の現況

　令和５年度の騒音・振動の発生源別苦情件数はそれぞ

れ表２－３－55及び表２－３－56のとおりであり、騒音

及び振動の苦情件数はほぼ横ばい傾向にあります。

　本県では、県内10市のうちつがる市を除く９市が、騒

音に係る環境基準の類型を当てはめる地域を定めるとと

もに、つがる市と平川市を除く８市が騒音規制法及び振

動規制法に基づく規制地域を指定し、規制指導を行って

います。

２　騒音・振動の発生源別の状況

⑴　自動車騒音の常時監視

　�　自動車交通騒音の実態及び経年変化を把握するた

め、８市（青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川

原市、十和田市、三沢市及びむつ市）が、騒音に係る

環境基準類型指定地域の35地点について、騒音規制法

に基づく自動車騒音常時監視を行いました。

　�　平成10年９月に騒音に係る環境基準が改正され、騒

音レベルの指標が等価騒音レベルに変更されるととも

に、道路に面する地域の環境基準達成状況の評価方法

は、当該地域内の全ての住居等のうち環境基準値を超

過する戸数及び割合を把握することにより評価する、

いわゆる「面的」な評価へと変更になりました。

　�　令和６年度の測定結果を基に面的評価を行った結

果、環境基準達成率は99.1%でした（資料編表57）。

⑵　航空機騒音実態調査

　�　環境基本法第16条に基づき、航空機騒音に係る環境

基準の地域の類型が当てはめられている青森空港、八

戸飛行場及び三沢飛行場周辺地域について、環境基準

の達成状況を監視するため、県、青森市及び八戸市が

実態調査を行いました。

　�　その結果、全ての地点で環境基準を達成していまし

た（資料編表58、表59及び表60）。

⑶　新幹線鉄道騒音調査

　�　東北新幹線盛岡－八戸間が平成14年12月１日に、八

戸－新青森間が平成22年12月４日に、新青森－新函館

北斗間が平成28年３月26日に開業したことから、沿線

の騒音測定を実施しています。

　�　新幹線騒音の環境基準達成状況を把握するため、

県、青森市及び八戸市が、令和６年度は９地点で測定

を実施し、青森市金浜地区、青森市野木地区、八戸市

市川地区、南部町法師岡地区及び南部町埖渡地区にお

いて環境基準値を超過していました（資料編表61）。

３　騒音・振動防止対策

⑴　騒音に係る環境基準の設定

　�　環境基準の類型を当てはめる地域は、環境基本法に

基づき県又は市が定めることとされ、令和６年度末現

在、９市（青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川

原市、十和田市、三沢市、むつ市及び平川市）で定め

られています。

⑵　航空機騒音に係る環境基準の設定

　�　環境基本法に基づく航空機騒音に係る環境基準の類

型を当てはめる地域は、県が定めることとされています。

　�　八戸飛行場周辺地域については、昭和60年10月12日

に八戸市及び五戸町について、青森空港周辺地域につ

いては、昭和63年３月31日に青森市（旧青森市及び旧浪

岡町）について、類型を当てはめる地域を定めました。

　�　また、三沢飛行場周辺地域については、平成９年５

月２日に十和田市、三沢市、野辺地町、六ヶ所村、七

戸町（旧七戸町及び旧天間林村）、東北町（旧東北町

及び旧上北町）、おいらせ町（旧百石町及び旧下田

町）及び六戸町について、類型を当てはめる地域を定

表２－３－55　発生源別騒音苦情件数

表２－３－56　発生源別振動苦情件数

発生源区分
苦情件数

R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

焼却 0 0 0 0 0

産業用機械作動 13 18 9 9 1

工事・建設作業 19 8 21 17 14

カラオケ・飲食店営業 3 2 5 2 4

家庭生活 3 4 9 7 5

自動車運行 1 8 11 3 2

鉄道運行 1 0 0 0 0

航空機運航 0 1 4 1 1

その他・不明 12 8 4 8 13

合計 52 49 63 47 40

発生源区分
苦情件数

R元年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

産業用機械作動 0 1 0 0 1

工事・建設作業 1 5 1 0 1

自動車運行 0 0 0 0 0

家庭生活 0 0 0 0 0

その他・不明 0 1 0 0 0

合計 1 7 1 0 2

資料：公害等調整委員会事務局｢令和５年度公害苦情調査｣

　　　より県環境政策課作成

資料：公害等調整委員会事務局｢令和５年度公害苦情調査｣

　　　より県環境政策課作成
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めました。

⑶　新幹線鉄道騒音に係る環境基準の設定

　�　環境基本法に基づく新幹線鉄道騒音に係る環境基準

の類型を当てはめる地域は、県が定めることとされて

います。

　�　平成10年４月30日に盛岡－八戸間の県内部分につい

て、平成13年４月１日に八戸－新青森間について、平成

20年３月７日に新青森－新函館北斗間の県内部分につ

いて、それぞれ類型を当てはめる地域を定めました。

⑷　規制地域の指定

　�　騒音規制法及び振動規制法に基づく規制地域の指定

は、県又は市が行うこととされ、令和６年度末現在、

８市（青森市、弘前市、八戸市、黒石市、五所川原

市、十和田市、三沢市及びむつ市）で指定されていま

す（資料編表63及び表64）。

　�　騒音規制法及び振動規制法では、規制地域内にある

対象施設を有する事業者に、市町村長へ届出させ、市

町村長が規制、改善指導を行うこととなっています

（資料編表65）。

　�　また、県公害防止条例では、騒音規制法、振動規制

法の規制対象とならない施設でも、本県の実情から見

て規制が必要なものについて対象施設としています

（資料編表66）。これら騒音・振動に係る規制権限

は、それぞれの市の市長に委任されています。

⑸　工場・事業場の騒音・振動対策

　�　特定工場・事業場については、法及び条例に基づく

規制基準の遵守、指導を行っていますが、住宅地と混

在している中小工場・事業場では騒音・振動対策が十

分でないことが多く、それぞれの市では個々に具体的

な改善方策等の指導を行っています（資料編表67及び

表68）。

⑹　建設作業騒音・振動対策

　�　特定建設作業については、法及び条例に基づく規制

基準の遵守、作業時間の制限、作業工法の改善等の指

導を行っています。

　�　建設作業については、騒音に係る苦情の割合が多

く、それぞれの市では個々の事例に対応した改善方策

等の指導を行っています（資料編表67及び表68）。

⑺　自動車騒音・道路交通振動対策

　�　本県における自動車保有台数は横ばい傾向にありま

すが、県では、関係機関及び市町村と密接な連携を図

り、次の各種対策を総合的に推進していくこととして

います（資料編表67及び表68）。

　①　発生源対策

　　ア　自動車構造の改善

　　　　自動車騒音の許容限度の強化

　　　　検査、点検整備の徹底

　　イ　走行状態の改善

　　　　交通管制システム等による交通の円滑化の推進

　　　　車線指定等の交通規制の推進（バスレーン）

　　　　過積載車、整備不良車両等の取締り等

　　ウ　交通量の抑制

　　　　大量公共輸送機関への転換等

　②　交通流対策

　　　道路網の整備等（環状道路、バイパス等の整備）

　③　道路構造の改善

　　　植樹帯などの緩衝空間の確保、路面の改良等

　④　沿道対策

　　　緩衝建築物の誘導、沿道土地利用の適正化等

⑻　航空機騒音対策

　�　本県に４か所ある飛行場のうち、特に三沢飛行場

は、民間空港であるとともに、自衛隊基地及び米軍基

地としても使用されていることから、三沢市を中心と

して航空機による騒音が問題となっています｡

　�　自衛隊が使用している飛行場については、「防衛施

設周辺の生活環境の整備等に関する法律」に基づき、

防衛省が各種施策を実施しています（資料編表71）｡

　�　また、航空機による騒音の実態把握を行い、関係機

関の協力を得ながら生活環境の保全を図っています｡

⑼　新幹線鉄道騒音対策

　�　平成22年12月４日に開業した東北新幹線八戸－新青

森間及び平成28年３月26日に開業した北海道新幹線新

青森－新函館北斗間における騒音対策については、独

立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構（以下

「鉄道・運輸機構」）及び東日本旅客鉄道株式会社に

より、防音壁への吸音板の取付等の対策が進められて

います。

　�　県では、関係機関と連携して新幹線鉄道騒音調査を

継続し、騒音の状況を監視するとともに、環境基準未

達成地点については鉄道・運輸機構等に対して各種対

策を実施するよう要望していくこととしています。

⑽　深夜営業騒音対策

　�　県公害防止条例では、飲食店等で深夜営業を営む者

に対し、施設から発生するカラオケなどの騒音につい

て、所定の基準を遵守するよう定めています。

　�　しかし、深夜営業騒音は、営業の形態、施設の構造

などにより発生源が多様であり、営業が深夜にわたる

ことから、「青森県風俗営業等の規制及び業務の適正

化等に関する法律施行条例」に基づく規制等により、

関係機関と協力し、生活環境の保全を図っています。
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４　農用地土壌対策

　農用地の土壌汚染対策については、昭和45年12月に人

の健康を損うおそれがある農畜産物の生産防止、農作物

等の生育阻害の防止を目的とした「農用地の土壌の汚染

防止等に関する法律」が制定され、農用地土壌の汚染対

策が推進されています｡

　同法では、人の健康を損うおそれがある物質として、

玄米中のカドミウム及びその化合物を指定し、農作物の

生産上問題があるものとして、土壌に含まれる銅及び砒

素並びにそれらの化合物を農用地の汚染原因となる物質

（特定有害物質）に指定し、各物質ごとに対策地域を指

定するとともに対策地域の指定要件を定めています｡

　本県では、表２－３－57に示した坪川流域水田（銅汚染）、

宿野部川流域水田（銅及び砒素汚染）及び正津川流域水田

（砒素汚染）の３地域で汚染が確認され、それぞれの地域に

ついては既に客土等の対策事業が完了しています。

５　一般環境土壌対策

⑴　公害対策基本法（現環境基本法）

　�　公害対策基本法（現環境基本法）に基づき、平成３

年８月に一般環境土壌の指標となる「土壌の汚染に係

る環境基準」が告示され、その後項目追加を経て、現

在は重金属類、有機塩素化合物及び農薬等29項目につ

いて基準が設定されています（資料編表73）。

　�　また、平成15年２月に土壌汚染対策法が施行され、

土壌の特定有害物質による汚染状況の把握に関する措

置や汚染による人の健康被害の防止に関する措置等を

定めています（資料編表74）｡

⑵　一定の規模以上の土地の形質の変更届出

　�　土壌汚染対策法に基づき、一定の規模（3,000㎡。

ただし、現に有害物質使用特定施設のある土地は900

㎡）以上の土地の形質を変更する場合に届出が義務付

けられています。

　�　令和６年度における県に届出された一定の規模以上

の土地の形質の変更届出件数）は115件（うち青森市

９件、八戸市19件）でした。

６　休廃止鉱山鉱害防止対策

⑴　休廃止鉱山鉱害追跡調査事業

　�　県は、県内に存在する154の休廃止鉱山について鉱

害の有無を確認するため、関東東北産業保安監督部東

北支部と合同で昭和45年度から昭和49年度まで現地調

査を実施しました。

　�　この調査の結果、何らかの鉱害防止措置が必要とさ

れた26鉱山（鉱害防止義務者が存在するもの３、鉱害防

止義務者が存在しないもの23）について、鉱害防止義務

者が存在するものについては関東東北産業保安監督部

東北支部に対し措置要請をし、鉱害防止義務者が存在

しないものについては国の補助制度を活用して県が鉱害

防止事業を実施し、鉱害発生の防止に努めてきました。

⑵　休廃止鉱山鉱害防止事業

　�　鉱害防止義務者が無資力又は現存しない義務者不存

在の鉱山で何らかの鉱害防止措置を必要とする23鉱山

については、国の「休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助

金」制度を活用して、県が鉱害防止工事や危害防止工

事、坑廃水処理を実施し、地域住民の健康の維持と環

境の保全を図ってきました。

　�　また、鉱害防止義務者が存在する鉱山で坑廃水処理

が必要なものについては、処理経費の一部について補

助金を交付してきました。

　〈義務者不存在鉱山〉

　①　鉱害防止工事

　　�　義務者不存在鉱山のうち鉱害防止工事を必要とす

るものについては、昭和50年度から計画的に工事を

実施し、これまで７鉱山の鉱害防止工事を完了しま

した。

　　�　令和７年度は、尾太鉱山（西目屋村）について、県

が実施主体となって鉱害防止工事を実施しています。

表２－３－57　農用地土壌汚染対策の概要

地域名
区分

関係市町村名

土壌汚染細密調査 土壌汚染対策地域 対象事業

実施年度 対象面積(ha) 指定年度 指定面積(ha) 完了年度 事業名

坪　　川
流域水田

七戸町
(旧天間林村）

昭和47 360 昭和49 10.37 昭和50 小規模公害防除対策事業

宿野部川
流域水田

むつ市
(旧川内町)

昭和48 230 昭和56 13.5 昭和60 公害防除特別土地改良事業

正津川
流域水田

むつ市
(旧大畑町)

昭和52 133 － － 昭和61 鉱毒対策事業

資料：県環境政策課
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　②　危害防止工事

　　�　義務者不存在鉱山のうち危害防止工事を必要とす

るものについては、昭和50年度から平成14年度まで

計画的に工事を実施し、これまで14鉱山の危害防止

工事を完了しました。

　③　坑廃水処理

　　�　義務者不存在の尾太鉱山と大揚鉱山（むつ市川内

町）については、尾太鉱山が昭和56年度から、大揚

鉱山は昭和60年度から県が事業主体となって坑廃水

処理を実施しています。

　〈義務者存在鉱山〉

　④　休廃止鉱山坑廃水処理事業費補助

　　�　鉱害防止義務者が存在する鉱山のうち、坑廃水処

理が必要な上北鉱山（七戸町）については、その

処理経費の一部について、昭和57年度から国3/4､

県1/4の割合で、秋津鉱山（平川市）については、

平成５年度から国3/4、県1/8（残り1/8は秋田県負

担）の割合で補助金を交付しています。また、佐

井鉱山（佐井村）については、令和７年度から国

3/4、県1/4の割合で補助金を交付しています。

７　地盤沈下対策

　現在、青森県内において地盤沈下に係る調査を実施し

ている地区は、青森地区、八戸地区及び弘前地区の３地

区です。地盤沈下の原因としては、構造物や盛土の重

量、地下水の過剰揚水等による地層の圧密説が支配的で

す。そのため、地盤変動を見る水準測量と地下水位の変

動を見る観測井による観測が実施されています。

⑴　地域別地盤沈下の現況

　①　青森地区

　　ア　概況

　　　�　青森地区においては、昭和43年に国土地理院が

実施した一等水準測量により、国道４号沿いの約

３㎞の区間で10年間に約10cm程度沈下しているこ

とが判明し、また、国及び青森県が昭和47年初頭

に実施した水準測量によっても、４年間で約20cm

の沈下量を示す地域が４㎢認められたことから、

昭和47年度、国、市などの関係機関が水準点を増

設するなど監視体制を強化し、以来水準測量を継

続的に実施しています。

　　　�　また、青森市は昭和49年から市条例により地下

水の過剰な汲み上げを規制しています。

　　　�　その結果、沈下量は鈍化傾向を示し、近年は、

年間沈下量が地盤沈下対策を必要とする目安であ

る２cm以上となった箇所は確認されていません。

　　　�［資料：表２－３－58～表２－３－59及び図２－

３－13～図２－３－14青森市］

　　イ　調査の概要

　　　�　令和４年度までの沈下面積の推移は表２－３－

59のとおりです。

　　　�　平成25年度の水準測量において、東日本大震災

の影響と考えられる仮不動点（浅虫検潮所に付属

している水準点）の標高変動が確認され、平成22

～25年の沈下量の把握はできませんでしたが、令

和４年度の水準測量では、令和元年からの３年間

で最大1.90㎝（浜田字玉川）の沈下量となってい

ます（資料編表74）。

浪岡地区

青森地区

測量地域
測量水
準点数

測量距離
(km)

青森地区
国道から海手側（野内～合浦～古川～油川）
国道から山手側（八幡林～戸山～問屋町～安
田～新城～油川）

103 100.96

浪岡地区
杉沢～浪岡（平野）～女鹿沢～浪岡（細田）の
地域内

6 4.294

計 109 105.254

表２－３－58　測量地域及び水準点数

図２－３－13　水準測量実施区域

浪岡

浪岡川

浪岡庁舎

川原町花岡

舘野

福田

浪岡駅

平川町

浪岡城祉
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　②　八戸市

　　ア　概況

　　　�　八戸地区では、臨海部や馬淵川右岸を中心とし

て地下水の塩水化が確認されたことなどから、昭

和49年度から水準測量を、昭和52年度からは観測

井による地下水位変動等の調査を継続実施してい

ます。

　　　�　その結果、局地的に２cmを超える地域があった

ものの、現在は広範囲な沈下現象はみられていま

せん。

　　イ　調査の概要

　　　ａ　水準測量

　　　　�　八戸地区においては、昭和49年から水準測量

を開始し、令和５年度の水準測量は、国土地理

院、八戸観測所及び八戸市が65地点、89.6kmに

ついて実施しました。

　　　　�　令和５年度の水準測量では、最大沈下量は

0.58㎝（根城）となっており、令和２年度測定

の最大沈下量(0.67cm)を下回りました（資料編

表75）。

　　　ｂ　観測井観測

　　　　�　八戸地区では、表２－３－60に示した７地区

７本の観測井により昭和52年度から（柏崎地区

は昭和55年度、江陽地区は昭和56年度、河原木

地区は昭和57年度から）観測を実施しています。 

観測井の水位・沈下量の年度別累積変動は資料

編表76のとおりです｡また、観測井の水位変動

は図２－３－15のとおりであり、近年では横ば

い傾向が見られています。

　　　　［資料：図２－３－15八戸市］

表２－３－59　青森地区沈下面積経年変化

表２－３－60　地盤沈下観測井設置状況（八戸地区）

（令和７年３月31日現在）

浪岡地区

青森地区

　令和元年５月
～令和４年５月
　（単位：mm）

1515
1515

1010

1010
55

55

55

00

00

00

00

00
00

00

-5-5

-5-5

-10-10

-15-15

-10-10

浪岡

浪岡川

浪岡庁舎

川原町

　平成28年５月
～令和元年５月
　（単位：mm）

花岡

舘野

福田

浪岡駅

平川町

浪岡城祉

図２－３－14　青森地区地盤沈下等量線図

測量地域 年月
最大 
沈下量 
（㎝）

沈下面積（㎢）

２㎝以上
１㎝以上 
２㎝未満

１㎝未満 合計

青森地区

H11年5月～H13年5月 3.10 0.10 0.30 50.60 51.00
H13年5月～H15年5月 0.70 0.00 0.00 1.75 1.75
H15年5月～H17年5月 1.10 0.00 0.03 38.87 38.90
H17年5月～H19年5月 1.10 0.00 0.01 21.93 21.94
H19年5月～H22年5月 0.07 0.00 0.00 0.74 0.74
H22年5月～H25年5月 - - - - -
H25年5月～H28年5月 1.11 0.00 0.02 33.78 33.80
H28年5月～R元年5月 1.92 0.00 12.46 29.86 42.32
R元年5月～R4年5月 1.90 0.00 1.33 4.61 5.94

浪岡地区
H28年5月～R元年5月 0.02 0.00 0.00 0.02 0.02
R元年5月～R4年5月 0.14 0.00 0.00 0.27 0.27

資料：八戸市

記号 設 置 機 関
所有
機関

設置場所
深度
(m)

計器

水位計 沈下計

1 経済産業省(東北経済産業局) 八戸市 青葉三丁目（第三中学校） 100 ○ －

2 〃 〃 尻内町中根市（三条中学校） 150 ○ －

3 〃 〃 市川町赤畑（市川中学校） 200 ○ －

4 八戸市 〃 柏崎二丁目（旧柏崎小学校） 10 ○ ○

5 〃 〃 江陽二丁目（江陽公園） 75 ○ ○

6 〃 〃 河原木角地田（市営河原木団地） 150 ○ ○

7 〃 〃 市川町古館（多賀小学校） 200 ○ ○
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図２－３－15　八戸地区観測井水位変動図

　③　弘前地区

　　�　弘前市平岡町に設置した観測井により、昭和58年

度から地下水位観測を実施しています。

　　�　調査結果では、昭和61年度に地下水位の急激な下

降が認められましたが、これは、弘前市の上水道水

源井（４本、日量計5,000㎥）の揚水が昭和60年12

月から開始されたことから、その影響を反映したも

のと考えられています。

　　�　近年は平成７年以降、緩やかに水位が下降する傾

向がみられています。

�　地盤沈下防止対策

　①　青森市

　　�　青森市では、昭和48年10月に「地下水採取に関す

る指導要綱」を制定して地下水揚水の自主規制を実

施しましたが、より一層の実効を期するため、昭和

49年１月からは青森市公害防止条例により規制を実

施しています。規制の主な内容は次のとおりです。

　　　ア　市街地を中心として規制地域の指定

　　　イ　消雪用の地下水利用の全面禁止

　　　ウ�　地下水揚水設備（吐出口断面積６㎠以上）設

置の許可制

　　　エ�　新規の井戸は、揚水設備に係るストレーナー

の位置が30ｍ以浅の内径５㎝以下で算出される

断面積とする

　　　オ�　１日当たりの揚水量は、工業、公衆浴場、温泉

用は300㎥以下、その他の用途は100㎥以下とする

　　　カ�　節水、循環使用、工事による排出防止の義務

付け

　　�　さらに、「青森市揚水設備以外の動力設備による

地下水採取の届出に関する要綱」（平成19年４月１

日施行）を制定し、吐出口断面積６㎠未満の地下水

揚水について届出を義務付けています。

　②　八戸市

　　�　八戸市は、「八戸市地下水採取の届出に関する要

綱」（平成11年４月１日施行）を制定し、吐出口断

面６㎠以上の地下揚水について届出を義務付けてお

り、市内の揚水設備に係る設置状況の把握に努めて

います。

注�）潮位記録については、東北地方太平洋沖地震(2011年３月11日)によって気象庁管理の八戸港潮位観測が廃止されたことに

伴い、2011年４月22日から国土交通省東北地方整備局八戸港湾・空港整備事務所管理の潮位計記録に変更している。
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８　環境放射線等の調査

　本県には、六ヶ所村において日本原燃株式会社の原子

燃料サイクル施設（ウラン濃縮工場、低レベル放射性廃

棄物埋設センター、高レベル放射性廃棄物貯蔵管理セン

ター、再処理工場及びＭＯＸ燃料工場）、東通村におい

て東北電力株式会社の東通原子力発電所１号機、むつ市

においてリサイクル燃料貯蔵株式会社のリサイクル燃料

備蓄センターが立地されており、このような状況を踏ま

え、県では、県民の安全の確保及び環境の保全を図るた

め、各事業者とともに、原子燃料サイクル施設について

は平成元年度から、東通原子力発電所については平成15

年度から、リサイクル燃料備蓄センターについては平成

20年度から、環境放射線等モニタリングを実施していま

す。

　また、むつ市にある国立研究開発法人日本原子力研究

開発機構青森研究開発センターには、旧原子力船「む

つ」に係る放射性廃棄物が保管・管理されており、放射

性液体廃棄物が放出された際は環境試料中の放射能分析

を行います。

　これら原子力施設に係る放射線等の調査のほかに、県 

内の環境放射能レベルの実態を把握するため、原子力規

制庁からの委託により県内全域を対象とした環境放射能

水準調査を実施しています。

　県では、引き続き、環境放射線等の調査を実施し、県

民の安全の確保及び環境の保全を図っていきます。

⑴　原子力施設環境放射線等調査

　�　令和６年度は、モニタリング計画に基づき、原子燃

料サイクル施設、東通原子力発電所及びリサイクル燃

料備蓄センターに係る環境放射線等の調査を表２－３

－61、表２－３－62及び表２－３－63のとおり実施し

ました（資料編表85）。

　［資料：表２－３－61～63　県原子力安全対策課］

表２－３－61　�令和６年度原子燃料サイクル施設�

環境放射線等調査

①�　空間放射線等の測定

測定項目 測定地点 回数

・空間放射線量率

・�大気浮遊じん中の全アルファ

及び全ベータ放射能

・�大気中の気体状ベータ放射能

六ヶ所村(1) 連続

・空間放射線量率

・�大気中の気体状ベータ放射能

六ヶ所村(3)、横浜町(1)

計４地点
連続

・空間放射線量率

横浜町(1)、野辺地町(1)

東通村(1)、東北町(2)

三沢市(1)

計６地点

連続

②　環境試料中の放射能の測定

試料の種類 採取地点 回数

大気浮遊じん 六ヶ所村(4)､横浜町(1) 4

大気(気体状ヨウ素) 〃 (4)､横浜町(1) 52

大気(粒子状ヨウ素) 〃 (4)､横浜町(1) 52

大気(水蒸気状トリ
チウム)

〃 (1)､横浜町(1) 12

降下物 〃 (1) 12

雨水 〃 (1) 12

河川水 〃 (2) 1

湖沼水 〃 (2)､東北町(1) 2～4

水道水 〃 (1) 4

井戸水 〃 (1) 4

河底土 〃 (2) 1

湖底土 〃 (2)､東北町(1) 1

表土 〃 (2)､横浜町(1) 1

牛乳(原乳) 〃 (2)､横浜町(1)､東北町(1) 2～4

精米 〃 (3)､野辺地町(1) 1

野菜 〃 (3)､東北町(1) 1

牧草 〃 (1)､横浜町(1) 2

指標生物(松葉) 〃 (1) 2

ワカサギ､シジミ 〃 (1)､東北町(1) 1

海水 六ヶ所村前面海域(3) 2

海底土 〃 　　(3) 1

海産食品 〃　　　　(2)、横浜町前面海域(1) 1～2

指標生物(チガイソ) 〃 　　(1) 2
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③　環境試料中のフッ素の測定

試料の種類 採取地点 回数

大気（気体状） 六ヶ所村(1) 連続

大気
（気体状＋粒子状）

　〃　　(1) 4

河川水 　〃　　(2) 1

湖沼水 　〃　　(2) 2～4

河底土 　〃　　(2) 1

湖底土 　〃　　(2) 1

牛乳(原乳) 　〃　　(2) 2～4

精米 　〃　　(1) 1

牧草 　〃　　(1) 2

表２－３－62　令和６年度東通原子力発電所

　　　　　　　環境放射線調査

①�　空間放射線等の測定

測定項目 測定地点 回数

・空間放射線量率
・�大気浮遊じん中の全ベータ
放射能

東通村(2)､むつ市(1)
計３地点

連続

空間放射線量率
東通村（1）、六ヶ所村（1）
計２地点

②　環境試料中の放射能の測定

試料の種類 採取地点 回数

大気浮遊じん 東通村(2)､むつ市(1) 12

降下物 　〃　(1) 12

河川水 　〃　(1) 2

水道水 　〃　(2)､むつ市(1)､横浜町(1) 4

井戸水 むつ市(1)､横浜町(1) 2

表土 東通村(2) 1

牛乳（原乳） 　〃　(2) 4

精米 　〃  (1)､むつ市(1) 1

野菜 　〃  (2)､横浜町(2)､六ヶ所村(1) 1

牧草 　〃　(2) 1

牛肉 　〃　(1) 1

指標生物
(松葉)

　〃　(1) 2

海水 東通村太平洋側海域(3) 2

海底土 　〃　　　      　(3) 1

海産食品
東通村太平洋側海域(7)、横浜町前面海
域(1)､六ヶ所村前面海域(1)

1

指標生物
(ムラサキイガイ)

東通村太平洋側海域(1) 2

表２－３－63　令和６年度リサイクル燃料備蓄センター

　　　　　　　環境放射線調査

①　空間放射線の測定

測定項目 測定地点 回数

空間放射線量率 むつ市(1) 連続

②　環境試料中の放射能の測定

試料の種類 採取地点 回数

表土 むつ市(2)、東通村(1) 1

指標生物（松葉） 東通村(1) 2

⑵�　国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究

開発センターに係る放射線監視

　�　令和６年度は、国立研究開発法人日本原子力研究開

発機構青森研究開発センターについて、放射性液体廃

棄物の放出実績はないため、環境試料中の放射能分析

を行っていない（資料編表86）。

⑶　環境放射能水準調査

　�　昭和36年から、原子力規制庁（当時は科学技術庁）

の委託により県内全域を対象として環境放射能の水準

調査を継続実施しています。

　�　令和６年度における測定調査を表２-３-64のとおり

実施しました（資料編表87）。
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表２－３－64　令和６年度環境放射能水準調査

　　　　　　　（原子力規制庁委託）

⑷　原子力施設環境放射線等監視評価会議

　�　原子燃料サイクル施設、東通原子力発電所及びリサイク

ル燃料備蓄センターに係る環境放射線等モニタリングに

関することなどを所管事項として、「青森県原子力施設環

境放射線等監視評価会議」を設置しています。

　�　委員は、学識経験者、県議会議員、県職員、関係市町村

の長及び関係団体の長等70人（令和７年３月末現在）で組

織しており、知事が会長となっています。

　�　令和６年度は、評価委員会を４回、監視委員会を１

回開催し、令和５年度第３四半期から令和６年度第

２四半期までのそれぞれの四半期ごとの調査結果及び

令和５年度１年間の調査結果を諮り、空間放射線、環

境試料中の放射能濃度等は、これまでと同じ水準で

あったと評価・確認されました。

⑸　原子力船「むつ」安全監視委員会

　�　原子力船「むつ」に係る放射能の監視等を適切かつ円

滑に実施するため、青森県、むつ市、青森県漁業協同組合

連合会の３者で、昭和49年10月に設置しました。

　�　委員は学識経験者及び関係機関の職員６人で組織して

います。

　�　令和６年度は令和５年度１年間の監視結果について諮

り、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構青森研究

開発センター周辺の環境に対する影響は認められないこ

とが確認されました。

⑹　調査結果の公表

　�　青森県環境放射線監視テレメータシステムで監視して

いる原子燃料サイクル施設、東通原子力発電所及びリサイ

クル燃料備蓄センターに係る空間放射線の測定結果につ

いては、青森県庁、青森県原子力センター、六ヶ所村文化

交流プラザ、東通村役場、むつ市役所などに設置している

表示装置及びインターネットによりリアルタイムで公開して

います。

　�　また、四半期ごとの環境放射線等の調査結果について

新聞やホームページ「青森県の原子力安全対策」に掲載

するとともに、広報誌「モニタリングつうしんあおもり」を発

行し、公表しています。

資料：原子力規制庁

調査対象 測定地点 回数

空
間
放
射
線

空間放射線量率
（モニタリングポスト）

青森市

連続

八戸市

弘前市

五所川原市

十和田市

むつ市川内町

深浦町

外ヶ浜町

三戸町

環
境
試
料
中
の
放
射
能

降水 青森市 降水ごと

月間降下物 〃 12

大気浮遊じん 〃 4

上水(蛇口水) 〃 1

牛乳 〃 1

精米 弘前市 1

野菜(キャベツ) 平川市 1

野菜(ジャガイモ) 五所川原市 1

土壌(２層)
青森市 1

五所川原市 1

海水
陸奥湾 1

深浦沖 1

海底土
陸奥湾 1

深浦沖 1

魚類(カレイ) 今別沖 1

貝類(ホタテ) 陸奥湾 1

貝類(ムラサキイガイ) 深浦町 1

海藻類(ワカメ)
深浦沖 1

今別沖 1
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１　ダイオキシン類対策

　廃棄物の焼却炉からのダイオキシン類の発生が社会問

題となったことから、平成９年に廃棄物処理法施行令等

が改正されるなど排出規制が強化されてきました。ダイ

オキシン問題については、将来にわたって、国民の健康

を守り環境を保全するために取組を一層強化しなければ

ならない課題であるとの国の基本的考え方に基づき、

「ダイオキシン類対策特別措置法」が平成11年７月16日

に公布され、平成12年１月15日から施行されました。

県では、ダイオキシン類対策の一層の取組を推進してい

くこととしています。

⑴　環境調査

　�　県、青森市、八戸市及び国土交通省（公共用水域の

み）では、ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、

大気、水質（底質を含む）、土壌のダイオキシン類に

よる汚染の状況を調査しています。

　①　大気

　　�　令和６年度は11地点において４季にわたり調査を

実施しました（資料編表78）。

　　�　各地点における調査結果は４季の平均値で評価す

ることとされていますが、全調査地点において、環

境基準（0.6pg-TEQ/m3以下）を達成しました｡

　②　公共用水域の水質及び底質

　　�　令和６年度は水質について36地点、底質について

13地点で調査を実施したところ、いずれもダイオキ

シン類の水質環境基準（１pg-TEQ/L以下）及び底質

環境基準（150pg-TEQ/g以下）を達成しました（資

料編表79）。

　③　地下水

　　�　令和６年度は12地点で年１回調査を実施したとこ

ろ、いずれもダイオキシン類の水質環境基準（１

pg-TEQ/L以下）を達成しました（資料編表80）。

　④　土壌

　　�　令和６年度は12地点で年１回調査を実施したと

ころ、いずれもダイオキシン類の土壌環境基準

（1,000pg-TEQ/g以下）を達成しました（資料編表

81）。

　　�　また、いずれの地点も、対策を必要とする調査指

標値（250pg-TEQ/g）を下回っていました｡

⑵　発生源対策

　①�　ダイオキシン類対策特別措置法に基づく事業者の

自主測定結果

　　�　ダイオキシン類対策特別措置法に基づき、特定施

設の設置者は、排出ガス（廃棄物焼却炉について

は、集じん施設によって集められたばいじん及び焼

却灰その他の燃え殻を含む。）及び排出水に含まれ

るダイオキシン類の濃度を測定し、県（中核市であ

る青森市及び八戸市は各市）に報告することとされ

ています。

　　�　令和６年度に報告があったのは、排出ガス104施

設、排出水４事業場であり、排出基準を上回った施

設は施設ありませんでした。

　　�　ばいじん及び燃え殻については、ばいじん52施

設、燃え殻92施設について報告があり、ばいじんに

ついて５施設、燃え殻について１施設において処理

基準（埋立処分等を行う際に適用される基準）を上

回っていました。

　②�　廃棄物焼却施設からのダイオキシン類排出実態調

査結果

　　�　令和６年度は廃棄物焼却炉７施設について排出ガ

ス中のダイオキシン類を測定した結果、１施設にお

いて排出基準を上回っていました。また、ばいじん

中のダイオキシン類について３施設、燃え殻中のダ

イオキシン類について７施設で測定した結果、ばい

じん及び燃え殻について、１施設において処理基準

を上回っていました。

　③　排出基準等を上回っている施設に対する指導

　　�　排出ガスが排出基準を上回った施設の設置者に対

しては、施設の稼働を停止し、改善対策を実施する

よう指導しました。

　　�　ばいじん及び燃え殻の処理基準を上回っている施

設の設置者に対しては、特別管理産業廃棄物等とし

て適正に処理するよう指導しました。

⑶　今後の方針

　�　今後も、廃棄物焼却施設等を有する事業所等に対

し、自主測定の実施など、ダイオキシン類対策の徹底

を指導します。また、県民の不安を解消するため、次

の対策を講じます｡

　①　事業者等の自主測定の指導及び結果の公表

　②�　大気、水質（底質を含む。）及び土壌環境中のダ

イオキシン類濃度の調査及び結果の公表

第４節　化学物質対策の推進
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２　ＰＲＴＲ制度

　私たちの生活は、多くの有用な化学物質によって支え

られていますが、その製造・廃棄過程において、健康や

環境に望ましくない影響を与える可能性（リスク）があ

ります。

　そのリスクを少しでも減らすためには、行政・事業

者・県民などの各主体がそれぞれの立場から協力し合っ

て、有害性を与えるおそれのある化学物質の環境中への

排出削減に取り組んでいく必要があります｡

　環境省と経済産業省は、平成11年７月に「特定化学物

質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関

する法律（通称「化管法」）」を公布し、これに基づい

て、平成13年４月から化学物質の新しい管理システムで

あるＰＲＴＲ制度が実施されました。

　ＰＲＴＲ制度とは、人の健康や生態系に影響を及ぼす

おそれのある化学物質がどのような発生源からどれくら

い環境へ排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業

所の外へ運び出されたかというデータを事業者自らが把

握し、県を経由して届け出たものを国が集計して公表又

は開示する仕組みです｡これによって、毎年どんな化学

物質が、どこからどれくらい排出されているのかを知る

ことができます。

　令和６年度には、青森県内の対象事業者から令和５

年度把握分について計398件（有効届出数）の届出があ

り、届出排出量合計は404トン、届出移動量合計は754ト

ン、届出排出量・移動量合計は1,158トンとなっていま

す（資料編表82）。

３　残留農薬対策

⑴　農薬対策の概要

　�　農薬は、農作物の安定生産のために欠かせない資材

ですが、使用方法を誤ると農作物への残留や土壌、河

川水の汚染などの問題が発生する場合があります。

　�　このため、消費者庁では、人の健康に危害を及ぼす

ほどの農薬が残留した食品が流通しないよう、食品衛

生法に基づいて「残留農薬基準」を設定しているほ

か、農林水産省も農作物に基準値を超える農薬が残留

しないよう、使用時期や使用回数等の「使用基準」を

定め、個々の農薬に表示させています。

　�　県では、農薬が適正に使用されるよう、指導者向け

に「農作物病害虫防除指針」を作成・配付しているほ

か、農家向けの農薬適正使用啓発資料の配布などを

行って、指導の徹底を図るとともに、農薬販売店の指

導・取締も行っています。

⑵　食品中の残留農薬対策

　�　令和６年度は、かぶ（だいこん）、にんじん、ばれ

いしょ、未成熟いんげん（未成熟えんどう）、キャベ

ツ、りんご、きゅうり、トマト・ミニトマト、ねぎ

（玉ねぎ）、長いも、にんにく、輸入バナナ、大豆の

13品目、延べ88検体について有機塩素系農薬、有機リ

ン系農薬等（約250種類）の残留農薬検査を実施した

ところ、法違反（食品衛生法に基づく残留農薬基準値

を超えるもの）は確認されませんでした（資料編表

83）。

⑶　農薬危害防止対策

　�　６月から８月までの３か月間、「青森県農薬危害防

止運動」を実施し、農薬適正使用に係る研修会の開催

や啓発資料の配布等により、農林水産部と健康医療福

祉部が連携して、農薬の適正使用の推進や農薬中毒事

故等の防止に努めました。

　�　また、農薬販売者等を対象とした農薬管理指導士の

新規認定研修及び認定期間更新研修を行い、農薬販売

者・防除業者などの資質向上を図りました。農薬取締

法に基づく農薬販売店等の立入検査を251か所で実施

し、販売台帳の整備による農薬の適正な保管・管理等

について指導したほか、農家へ農薬適正使用啓発資料

を配布するなど、農薬適正使用に関する啓発活動を行

いました。

　�　なお、県内の農薬流通量は表２－３－65のとおりで

す。

種類

項目
殺菌剤 殺虫剤

殺虫

殺菌剤
除草剤 その他 計

流通量

(前年対比)

1,750 3,249 334 2,584 606 8,524
(92) (91) (96) (93) (90) (92)

注）農薬年度：前年10月～当該年９月

資料：一般社団法人日本植物防疫協会「農薬要覧2024」より

　　　県農林水産政策課作成

表２－３－65　令和５年農薬年度　農薬流通量

（単位：ｔ、％）
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１　オゾン層

⑴　オゾン層破壊問題とオゾン層保護対策

　�　「フロン」は、20世紀の人類が発明した、自然界に

は存在しない人工物質です｡

　�　昭和３年、冷蔵庫などの冷媒に理想的な気体として

開発され、断熱材やクッションの発泡剤、半導体や精

密部品の洗浄剤、スプレーの噴射剤（エアゾール）な

ど様々な用途に使用され、1960年代以降先進国を中心

に消費されるようになりました。

　�　しかし、昭和49年、フロンが大気中に放出されると

上空の成層圏まで昇り、オゾン層を破壊してしまうと

いうメカニズムが発見されました。

　�　オゾン層の破壊により地表に到達する紫外線が増加

すると、皮膚ガンや白内障など健康に悪影響をもたら

すばかりでなく、動植物の遺伝子を傷つけ、生存を妨

げるおそれがあります。その後、昭和60年に南極でオ

ゾンホールが発見され、実際にオゾン層が破壊されて

いることについての確証が得られると、世界中で大問

題となりました。

　�　そして、｢オゾン層保護に関するウィーン条約｣（昭

和60年）に基づき、フロン規制のための国際枠組とし

て｢モントリオール議定書｣（昭和62年）が採択され、

世界的にオゾン層破壊物質（特定フロン等）の規制が

始まりました。

　�　我が国では、フロンガスの規制のための国際枠組

(モントリオール議定書）に基づき、昭和63年に｢特定

物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律｣を

制定して、平成元年７月からオゾン層破壊物質の生産・

輸出入の規制を開始するとともに、その需要を円滑か

つ着実に削減していくための施策を行っています。

　�　一方、特定フロン等の代替物質として、オゾン層を

破壊しないフロン（代替フロン：ＨＦＣ）が開発・普

及してきましたが、代替フロン等には地球温暖化をも

たらすという新たな問題が出てきました。

⑵　冷媒用フロンの回収等の推進

　�　オゾン層破壊物質の排出抑制については、「特定物

質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律｣によ

る生産規制等によって行われてきました。しかし、オ

ゾン層の保護を進めるためには、既に生産された製品

中に含まれるオゾン層破壊物質の排出を抑制すること

も必要です｡また、地球温暖化の防止の観点からは、

オゾン層は破壊しないものの温暖化効果を有する代替

フロンの排出も抑制しなければなりません。

　�　このため、平成13年６月、｢特定製品に係るフロン

類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律｣が制

定され、業務用冷凍空調機器、カーエアコンなどに使

用されている冷媒フロンの放出禁止、回収破壊が義務

づけられ、廃棄される業務用冷凍空調機器に充てんさ

れているフロン類を回収する者（第一種フロン類回収

業者）、使用済み自動車に搭載されているエアコン

ディショナーの引取りを行おうとする者（第二種特定

製品引取業者）及び廃棄される使用済自動車から冷媒

として充てんされているフロン類の回収を行おうとす

る者（第二種フロン類回収業者）は、それぞれ都道府

県知事等の登録を受けることとされました。

　�　さらに、業務用冷凍空調機器からのフロン類の回収

を徹底するため、平成18年６月に制定された改正法で

は、機器の廃棄等を行う際に、フロン類の回収行程を

管理する制度の導入や、整備時の回収義務の明確化等

が盛り込まれ、平成19年10月１日より施行されまし

た。

　�　平成27年４月１日には、フロンの製造業者並びに特

定製品の管理者の責務を定めるとともに、フロン類充

塡業登録義務化や、フロン類再生業の許可制度の導入

等が盛り込まれ、名称も「フロン類の使用の合理化及

び管理の適正化に関する法律」に改められて施行され

ました。令和元年６月に制定された改正法では、フロ

ン類を回収せずに機器を廃棄した場合の直接罰の導入

や、引取等実施者に機器を引き渡す際に、機器とあわ

せて引取証明書の写しの交付義務等が盛り込まれ、令

和２年４月１日より施行されました。

　�　なお、第二種特定製品引取業者及び第二種フロン類

回収業者については、平成17年１月から｢使用済自動車の

再資源化等に関する法律｣（自動車リサイクル法）に基づ

く引取業者及びフロン類回収業者に移行しています。

　�　各年度末における登録事業者数は表２－３－66のと

おりです。

第５節　オゾン層保護・酸性雨対策の推進

表２－３－66　�フロン排出抑制法に基づく事業者の登録

状況

資料：県資源循環推進課

R元年度 R２年度 R３年度 R４年度 R５年度

第一種フロン類
充塡回収業者
登録事業者数

388 400 424 451 476
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２　酸性雨

⑴　酸性雨の現況

　�　酸性雨とは、工場、事業場から排出されるばい煙や

自動車の排出ガス中に含まれる硫黄酸化物、窒素酸化

物等の大気汚染物質が、大気中で化学変化を起こして

酸性物質となり、それが雨や、雪、霧などの降水に溶

け込み、通常より強い酸性を示す現象です。大気中の

二酸化炭素が雨に十分に溶け込んだ場合のｐＨが5.6

であるため、ｐＨ5.6が酸性雨の一つの目安となりま

すが、火山やアルカリ土壌など、周囲の環境によって

ｐＨは変化します。

　�　また、現在では、酸性雨は、降水に溶け込み地表に

降下するもの（湿性降下物）だけでなく、降水以外の

乾いたガスや粒子状の形で地表に降下するもの（乾性

降下物）も併せたものとしてとらえられることが多

く、「酸性降下物」という用語も使われます。

　�　世界で最初に確認された酸性雨による影響は、昭和 

40年代初めにスウェーデンにおいて発表されたもので

したが、日本では昭和40年代末に被害が確認されてお

り、その時の雨水のｐＨは２～3.5でした。

　�　環境省において、昭和58年度から実施している、大

気、土壌、植生及び陸水の各分野でのモニタリングの

結果、日本も欧米並の酸性雨が見られ、冬季には日本

海側で酸性成分が増加傾向にあることが分かっていま

す。

　�　酸性雨は、他国において排出された大気汚染物質が 

原因となる可能性もあり、地球環境問題の一つとされ

ていることから、日本においても、東アジアにおける

酸性雨対策等、国際的な取組を実施しています。

　�　本県でも酸性雨の実態を把握するために、昭和58年

から調査を実施しており、令和６年度は、県衛生研究

所（青森市）において降水のモニタリング調査を実施

しました（表２－３－67、資料編表84）。

⑵　酸性雨対策

　�　これまでのモニタリング結果等を受けて、環境省で

は、酸性沈着物（湿性沈着物及び乾性沈着物）による

影響の早期把握や将来の酸性雨の影響を予測するため

に、平成13年１月から広域的かつ長期的な｢酸性雨長

期モニタリング｣を実施しています｡

　�　この｢酸性雨長期モニタリング｣では、酸性沈着モニ

タリング及び生態影響モニタリングを実施し、また、

東アジア酸性雨モニタリングネットワーク（ＥＡＮＥ

Ｔ）も組み込まれています。

　�　ＥＡＮＥＴは東アジア地域において、共通の手法に

よる酸性雨のモニタリングを行うことにより、酸性雨

の状況に関する各国共通の理解を形成し、国際的な取

組の推進を図ることを目的としており、現在、日本を

含め計13か国が参加しています。

表２－３－67　酸性雨実態調査結果

(上段：ｐＨ年平均値、下段：ｐＨの最小値～最大値)

※令和４年度で終了。
資料：県環境政策課

調査地域 調査地点 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度

青 森 市 県 衛 生 研 究 所
（旧県環境保健センター）

4.9
(4.5～5.1)

5.1
(4.6～5.7)

5.0
(4.6～6.5)

5.0
(4.6～5.5)

5.3
(4.8～6.2)

鰺 ヶ 沢 町 鰺ヶ沢道路河川事業所 5.0
(4.7～5.8)

5.0
(4.7～5.6)

5.0
(4.7～5.9) －※ －※
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１　環境影響評価

　環境影響評価（環境アセスメント）は、環境に影響を

及ぼすおそれのある事業について、その実施前に、事業

者自らが環境影響を調査・予測・評価することを通じ、

環境保全措置を検討するなど、その事業を環境保全上よ

り望ましいものとしていく仕組みです｡

２　環境影響評価制度の経緯

　環境影響評価は、昭和44年にアメリカで制度化されて

以来、世界各国で制度化が進展し、我が国においては、

昭和59年に｢環境影響評価要綱｣が閣議決定され、これに

基づいて総合的な国の環境影響評価制度が実施されてき

ました。

　その後、平成５年の｢環境基本法｣の制定を契機に、平

成９年６月に｢環境影響評価法｣が制定されました。

　本県においては、平成９年４月施行の｢青森県環境影

響評価要綱｣に基づき、環境影響評価を実施してきまし

たが、環境影響評価法の施行を契機に環境影響評価を事

業者の法的義務とするとともに住民関与の機会を拡大す

るなど制度の見直しを行い、平成11年12月に｢青森県環

境影響評価条例｣を制定し、平成12年６月23日から施行

しています。

　近年では、令和３年10月に、｢環境影響評価法施行令」

が改正され、環境影響評価法の対象となる風力発電所の

規模要件が引き上げられたことから、本県では、法の対

象外となった規模の風力発電所を条例の対象事業に追

加するため、令和４年４月に｢青森県環境影響評価条例

施行規則｣を改正し、同年10月1日から施行しています。 

また、令和７年３月に同規則を改正し、太陽電池発電所

事業を明示しました。

３　環境影響評価手続の実施状況

　環境影響評価法及び青森県環境影響評価条例に基づ

き、各種開発事業等の実施に際し、公害の防止や自然環

境の保全について適切な配慮がなされるよう、環境影響

評価の審査を行っています。

［�資料：表２－３－68、図２－３－16及び表２－３－69

県自然保護課］

第６節　環境影響評価の推進

表２－３－68　環境影響評価手続（審査）の実施状況（令和６年度）

根拠法令等 事　業　名　等 配慮書 方法書 準備書 評価書

環境影響評価法

（仮称）大間奥戸風力発電事業 ○

雲雀平風力発電事業 ○

むつ小川原港洋上風力発電事業 ○

（仮称）東通白糠風力発電事業 ○

（仮称）三戸風力発電事業 ○

（仮称）東通村陸上風力発電事業 ○

（仮称）下北西部風力発電事業 ○

（仮称）野辺地風力発電事業更新計画 ○

（仮称）つがる洋上風力発電事業 ○

（仮称）むつ風力発電事業 ○

（仮称）北野沢風力発電事業更新計画 ○

（仮称）小田野沢Ⅲ風力発電事業 ○

（仮称）横浜町風力発電事業 ○

（仮称）下北ウィンドファーム事業 ○

（仮称）佐藤ヶ平風力発電事業 ○

環境影響評価条例 （仮称）十和田深持風力発電事業 ○
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表２－３－69　青森県環境影響評価条例の対象事業の規模要件（概要） 

事　業　の　種　類 第　１　種　事　業 第　２　種　事　業

1

道路

　国道､県道､市町村道等 ４車線以上・長さ10㎞以上 ４車線以上・長さ５～10㎞

　林道 幅員6.5ｍ以上・長さ20㎞以上 幅員6.5ｍ以上・長さ10～20㎞

　トンネルの建設 ２車線以上・掘削量50万ｍ3以上

2

ダム､堰､河川工事

　ダム､堰 貯水面積100ha以上 貯水面積50～100ha

　湖沼開発・放水路 土地改変面積100ha以上 土地改変面積50～100ha

3

鉄道､軌道

　普通鉄道・軌道 長さ10㎞以上 長さ５～10㎞

　トンネルの建設 掘削量50万ｍ3以上

4

飛行場

　滑走路の新設 滑走路長2,500ｍ以上 滑走路長1,250～2,500ｍ

　滑走路の延長 延長500ｍ以上 延長250～500ｍ

5

発電所

　水力発電所 出力３万kW以上 出力1.5万～３万kW

　火力発電所 出力15万kW以上 出力7.5万～15万kW

　地熱発電所 出力１万kW以上 出力0.5万～１万kW

　風力発電所 出力１万kW以上 出力0.75万～１万kW

太陽電池発電所 出力２万kW以上

6

廃棄物処理施設

　焼却施設 焼却能力１日100ｔ以上

　し尿処理施設 処理能力１日100kL以上

　ＰＣＢ処理施設 すべて

　最終処分場 すべて

7 公有水面の埋立干拓 面積50ha超 面積25～50ha

8 土地区画整理事業 面積100ha以上(山林原野50ha以上) 面積50～100ha

9 新住宅市街地開発事業 面積100ha以上(山林原野50ha以上) 面積50～100ha

10 工場事業場用地造成事業 面積50ha以上(工業専用地域100ha以上) 面積50～100ha(工業専用地域)

11 新都市基盤整備事業 面積100ha以上(山林原野50ha以上) 面積50～100ha

12 流通業務団地造成事業 面積100ha以上(山林原野50ha以上) 面積50～100ha

13 宅地造成事業 面積100ha以上(山林原野50ha以上) 面積50～100ha

14 農用地造成事業 面積100ha以上(山林原野50ha以上) 面積50～100ha

15

工場・事業場

　排ガス量 20万ｍ3/h以上 10万～20万ｍ3/h

　排水量 平均１万ｍ3/日以上 平均0.5万～１万ｍ3/日

　下水汚泥の焼却施設 焼却能力１日100ｔ以上

16

畜産施設

　牛 飼育数3,000頭以上 飼育数1,500～3,000頭

　豚 飼育数３万頭以上 飼育数１万～３万頭

　鶏 飼育数100万羽以上 飼育数30万～100万羽

17

ゴルフ場・レクリエーション施設等

　ゴルフ場 ９ホール以上

　レクリエーション施設等 面積50ha以上 面積25～50ha

18 土石の採取 面積50ha以上 面積25～50ha

19 建築物の新築 高さ100ｍ以上 高さ50～100ｍ
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１　公害紛争処理

　公害問題をめぐる紛争処理機関として、県では、青森

県公害審査会を設置しており、原則として、紛争当事者

からの申請により、あっせん、調停及び仲裁を行うこと

によって公害紛争の迅速かつ適切な解決を図ることとし

ています。

　なお、令和６年度までに処理された事件としては、①

昭和47年の青函トンネル工事に伴う排水による被害に対

して漁業補償の仲裁を求めた事件、②平成２年の青森県

農協会館建設工事に伴う地盤沈下による被害に対して損

害賠償の調停を求めた事件、③平成３年の砂採取現場か

らの砂粉じん飛来による家屋の損傷等に対して損害賠償

の調停を求めた事件、④平成７年のホテル建設工事に伴

う地盤沈下による被害に対して損害賠償の調停を求めた

事件、⑤平成20年の事業所から発生したアスファルト合

材の粉じんが販売車両に付着した被害に対して損害賠償

等の調停を求めた事件、⑥平成21年の牛舎内の牛の糞尿

から生じる悪臭及びハエ等の害虫に対してそれらの発生

防止等の調停を求めた事件、⑦令和元年の採石場から発

生する粉じん、騒音の低減等を求めた事件、⑧令和２年

の有料老人ホームのエアコン室外機から生じる低周波音

について対策を求めた事件、⑨令和５年のスナックの騒

音に係る防音工事費用負担の調停を求めた事件の９件と

なっています。

２　公害苦情処理

　公害に対する苦情については、原則として各市町村が

処理を行っていますが、県においても、各環境管理事務

所が処理を行っています。

　なお、公害紛争処理制度の仕組みについては、図２－

３－17のとおりです。

 

第７節　公害苦情・紛争処理の推進

３　公害苦情の概況

　令和５年度に県及び市町村が新たに受理した公害苦情

件数は表２－３－70のとおり356件で、前年度の306件と

比べて50件（16.3％）の増となっています。

⑴　公害の種類別苦情件数

　�　令和５年度の典型７公害に対する苦情件数を公

害の種類別にみると、大気汚染が最も多く50件

（14.0％）、次いで悪臭43件（12.1％）、騒音40件

（11.2％）の順となっています｡

　�　また、典型７公害以外の苦情は、廃棄物の不法投

棄、害虫等の発生に対する苦情などが該当しますが、

これについては203件あり、全体の57.0％を占めてい

ます（図２－３－18）｡

［�資料：表２－３－70及び図２－３－18～図２－３－ 

19公害等調整委員会事務局「令和５年度公害苦情調

査」より県環境政策課作成］

資料：県環境政策課

図２－３－17　公害紛争処理制度の仕組み
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⑵　地域別典型７公害苦情件数

　�　令和５年度に市町村が受理した典型７公害に係る苦

情件数は、青森市ほか６市３町の139件となっていま

す（図２－３－19）。

⑶　公害苦情の処理状況

　�　令和５年度に市町村が受理した処理すべき苦情件数

は、新規に受理した324件、前年度から繰り越された

32件を合わせた356件から、他の機関へ移送した20件

を除いた336件でした。このうち、令和５年度中に直

接処理（解決）された苦情件数は288件で、その処理

率は80.9％となっています。

表２－３－70　公害苦情件数の推移

図２－３－18　公害の種類別苦情件数

年度 新規受理件数
対前年度

増減数 増減率(％)

H22 786 △21 △ 2.6

H23 1,057 271 34.5

H24 910 △147 △ 13.9

H25 705 △205 △ 22.5

H26 652 △53 △ 7.5

H27 502 △150 △ 23.0

H28 453 △49 △ 9.8

H29 431 △22 △ 4.9

H30 438 7 1.6

R元 408 △30 △ 6.8

R2 468 60 14.7

R3 572 104 22.2

R4 306 △266 △ 46.5

R5 356 50 16.3
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図２－３－19　地域別典型７公害苦情件数

青森市

36件(25.9%)

八戸市

40件(28.8%)

五所川原市

5件(3.6%)

三沢市

17件(12.2%)

むつ市
23件(16.5%)

南部町 1件(0.7%)

階上町 3件(2.2%)

十和田市
11件(7.9%)

七戸町 2件(1.4%)

弘前市
市町村受付

典型7公害苦情件数
139件 1件(0.7%)

資料：県環境政策課


